
　　　　　　　主　　　文
１　被告が原告の昭和四三年度用教科用図書高等学校日本史（第三学年用）改訂の
原稿審査において、左記改訂箇所について、昭和四二年三月二九日付でした各検定
不合格処分は、いずれもこれを取り消す。
　　　　　記
（一）　改訂箇所番号五「第１編　原始社会とその文化、扉の見出し『歴史をささ
える人々』」１頁
（二）　改訂箇所番号六「第２編　古代国家と古代文化の形成、扉の見出し『歴史
をささえる人々』」９頁
（三）　改訂箇所番号一四「第３編　封建社会と封建文化の発展、扉の見出し『歴
史をささえる人々』」６３頁
（四）　改訂箇所番号一八「第４編　近代社会の発展、扉の見出し『歴史をささえ
る人々』」１７５頁
（五）　改訂箇所番号一二「脚注、①『古事記』も『日本書紀』も『神代』の物語
から始まつている。『神代』の物語はもちろんのこと、神武天皇以後の最初の天皇
数代の間の記事に至るまで、すべて皇室が日本を統一してのちに皇室が日本を統治
するいわれを正当化するために構想された物語であるが、その中には諸豪族の民衆
の間で語り伝えられた神話・伝説なども織り込まれており、古代の思想・芸術など
を今日に伝える史料として貴重なものである。」３３頁
（六）改訂箇所番号一九「１９４１年（昭和１６年）４月、南進態勢を強化するた
め、日本は日ソ中立条約を結んだ。」２５６頁
２　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　事　　　実
第一　当事者の申し立て
一　原告
主文と同旨の判決を求める。
二　被告
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第二　原告の主張
一　請求の原因
別紙訴状の「請求の原因」欄に記載のとおり。
二　事実および法律上の主張
別紙昭和四二年一〇月一七日付原告準備書面（第一）および昭和四二年一一月二八
日付原告準備書面（第二）に記載のとおり。
三　主張の補充
別紙「教科書検定制度ならびに本件検定処分の違憲・違法性」と題する書面に記載
のとおり。
第三　被告の主張
一　請求の原因に対する答弁
別紙答弁書の「請求の原因に対する答弁」欄に記載のとおり。
二　事実および法律上の主張
別紙「本案前の主張について」と題する書面および昭和四二年一〇月一七日付被告
準備書面（第一）に記載のとおり。
三　原告の主張に対する反論
別紙昭和四二年一一月二八日付被告準備書面（第二）、昭和四二年一二月二一日付
被告準備書面（第三）、昭和四三年一月三一日付被告準備書面（第四）および昭和
四四年四月一四日付被告準備書面（第七）にそれぞれ記載のとおり。
四　主張の補充
別紙「教科書検定制度ならびに本件改訂検定の合憲性および適法性」と題する書面
に記載のとおり。
第四　証拠関係
一　原告
（甲号証の提出）
　甲第一ないし第六号証、同第七号証の一ないし四、同第八ないし第三〇号証、同
第三一号証の一、二、同第三二ないし第一三三号証、同第一三四号証の一ないし
三、同第一三五ないし第一五七号証、同第一五八号証の一、二、同第一五九ないし



第一六四号証、同第一六五号証の一ないし三、同第一六六ないし第一七一号証を提
出した。
（証言などの援用）
　証人甲、同乙、同丙、同丁、同戊、同己、同庚、同辛、同壬、同癸、同Ｐ１、同
Ｐ２、同Ｐ３、同Ｐ４、同Ｐ５、同Ｐ６、同Ｐ７の各証言および原告本人の尋問の
結果を援用した。
（乙号証の認否）
乙号各証の成立を認めた。
二　被告
（乙号証の提出）
　乙第一ないし第一四号証、同第一九ないし第七一号証を提出した（ただし、第一
五ないし一八号証は欠番）。
（証言の援用）
証人Ｐ８、同Ｐ９、同Ｐ１０、同Ｐ１１、同Ｐ１２、同Ｐ１３、同Ｐ１４、同Ｐ１
５、同Ｐ１６、同Ｐ１７、同Ｐ１８、同Ｐ１９、同Ｐ２０、同Ｐ２１の各証言を援
用した。
（甲号証の認否）
　甲第一一、第一二号証、同第一四号証、同第一八号証、同第二〇号証、同第二
七、第二八号証、同第三一号証の一、二、同第三二号証、同三四号証、同第四三号
証、同第四八号証、同第五一、第五二号証、同第五七号証、同第七四号証、同第一
〇四ないし第一〇七号証、同第一〇九ないし第一一七号証、同第一二一、第一二二
号証、同第一四〇ないし第一四三号証、同第一五〇号証、同第一五五号証、同第一
五九、第一六〇号証、同第一六三号証および同第一六六号証の成立は不知、同第五
〇号証および同第六六号証のうち各本文の部分の成立は認めるが、各メモの部分の
成立は不知と述べ、その余の甲号各証の成立を認めた。
　　　　　　　理　　　由
目次
第一　本件各検定不合格処分およびこれに至る経緯
一　本件各検定不合格処分に至る経緯
１　原告の経歴と地位
２　「新日本史」の執筆に至るまで
３　「新日本史」五訂版までの検定の経緯
二　本件各検定不合格処分
１　本件各検定不合格処分の経緯
２　本件各検定不合格処分の処分理由
第二　教科書検定制度
一　教科書検定制度の沿革と変遷
１　戦前の教科書制度の沿革
２　戦後初期の教科書制度の改革
３　その後の教科書制度の変遷とこれをめぐる動き
二　現行教科書検定制度の概要
１　教科書の意義
２　教科書検定の権限および組織
３　教科書検定の基準
４　教科書検定の手続
５　教科書改訂検定の手続
三　現行教科書検定手続の運営
１　検定受理計画
２　原稿審査
３　校正刷審査
４　見本本審査と合格の公告
５　改訂検定手続の運営
第三　本案前の判断
第四　本案の判断
一　教科書検定制度の違憲、違法性の有無
１　教育を受ける権利および教育の自由を侵害するとの主張について
（一）　教育を受ける権利
（二）　教育の自由



（三）　教科書検定制度と教育を受ける権利および教育の自由
３　憲法二一条および同二三条違反の主張について
（一）　学問の自由と表現の自由
（二）　教科書検定制度と憲法二一条二項（検閲の禁止）
（三）　教科書検定制度と憲法二一条一項
３　憲法三一条および法治主義の原則違反の主張について
（一）　教科書検定制度と憲法三一条（適正手続の保障）
（二）　教科書検定制度と法治主義（法律に基づく行政）の原則
４　教育基本法一〇条違反の主張について
（一）　戦後の教育改革と教育基本法の成立事情
（二）　教育基本法一〇条の趣旨
（三）　教科書検定制度と教育基本法一〇条
二　本件各検定不合格処分の違憲、違法性の有無
１　教科書検定制度が違憲または違法であるから、本件各検定不合格処分は違憲ま
たは違法であるとの主張について
２　本件各検定不合格処分が違憲または違法であるとの主張について
（一）　本件各検定不合格処分の処分理由との関係について
（二）　本件改訂検定の各改訂箇所について
（１）　改訂箇所番号五、六、一四、一八（各編の扉「歴史をささえる人々」）
（２）　改訂箇所番号一二（古事記、日本書紀に関する記述）
（３）　改訂箇所番号一九（日ソ中立条約に関する記述）
（三）　結語
第五　結論
第一　本件各検定不合格処分およびこれに至る経緯
一　本件各検定不合格処分に至る経緯
　成立に争いのない甲第一ないし第五号証、同第五六号証、同第五九ないし第六六
号証（ただし、同第六六号証中メモおよび付せんの部分は証人Ｐ１の証言によつて
真正に成立したものと認める。）、同第一三九号証、同第一四四ないし第一四九号
証、乙第一〇号証、同第六四号証、原告本人尋問の結果によつて真正に成立したも
のと認める甲第五七号証、同第一四〇ないし第一四二号証、同第一五〇号証、弁論
の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第一四三号証、証人Ｐ１、同Ｐ１
７、同Ｐ２０、同Ｐ１０の各証言および原告本人尋問の結果、ならびに弁論の全趣
旨を総合すれば、つぎの事実を認めることができ、他にこれに反する証拠はない。
１　原告の経歴と地位
　原告は、昭和一二年にＰ４２大学文学部国史学科を卒業し、同大学文学部史科編
集所嘱託、旧制Ｐ４３高等学校教授等を経て、現在Ｐ４４大学文学部教授の地位に
あるが、この間Ｐ４５大学、Ｐ４６大学、Ｐ４７大学等の非常勤講師を兼任したこ
ともあるもので、大学卒業以来一貫して日本史主として中世仏教思想史の研究に携
わつてきたが、戦前および戦時中において自らの研究および研究成果の自由がかな
り制限を受けたこと、また戦後になつて戦前自らが受けた教育ことに国史教育が非
科学的で真実に反し、画一的、国家主義的、軍国主義的なもので、その幣害が著し
かつたことを痛感するに至り、今日においては憲法を遵守し、学問、思想等の自由
が十分尊重されなければならないと考えているものである。
２　「新日本史」の執筆に至るまで
原告は、教科書執筆の経験はなかつたが、戦後昭和二一年、はじめて文部省から依
嘱されて、国定教科書「くにのあゆみ」（小学校）の古代史の部分の執筆を担当
し、その際、叙上のように、戦前の日本史教育が真実の歴史を伝えるものでなかつ
たとの反省のうえに立つて、原始、古代に関する従来の教科書の記述が「古事
記」、「日本書紀」の客観的史実でない記述を大巾にとり入れて神代の物語から始
まつていたのに対し、右の「くにのあゆみ」では、石器時代の記述から始めるなど
客観的史実を盛りこむことに努力した。
　その後、原告は、しばらく教科書を執筆する機会がなかつたが、昭和二二年に一
般市販書として「新日本史」を発行していたところ、のちに株式会社三省堂（以下
「三省堂」という。）から依頼を受けて、高等学校用の日本史教科書を執筆するこ
とになり、右の「新日本史」を台本として、これを全面的に書き改め、昭和二七年
に三省堂から「新日本史」と題する高等学校用日本史教科書の検定を申請したので
あるが、原告が右のように高等学校用の日本史教科書を単独で執筆するに至つたの
は、戦前教育に対する前記のような反省と右の「くにのあゆみ」の執筆が必ずしも



意にみちたものではなかつたので、自らの理想とする教科書を単独で執筆しようと
したものであつた。そして、原告は、「新日本史」の執筆に当つて、まず何より
も、戦後の日本史教育が戦前の日本史教育のように単なる政治権力者中心の視野の
狭い歴史教育でなく、広く日本歴史全体に目を開かせるように文化史、社会経済史
を重視するものであるとともに、日本国憲法下の日本史教育が憲法と教育基本法の
理念に基づいたものでなければならないとの観点から、教材の選択や取扱いに教育
的観点を加えた。すなわち、たとえば封建社会などにおける女性の生活・家族生活
その他の日常生活の変遷過程を明らかにして日本史を学習者の身近な問題として理
解できるように工夫し、また、高等学校における日本史教育が、日本国憲法下の国
民としての良識を培うためのものであるべきだとの配慮から、年号、人名、事件名
等の細かな叙述はできるだけ省略して単なる固有名詞の羅列に終わることのないよ
う、歴史の大筋を明らかにすることに務めた。
３　新日本史五訂版までの検定の経緯
　右の「新日本史」は、当初検定の結果不合格とされたが、同年（昭和二七年）、
原告において、一たん不合格とされた右原稿に一字も修正を加えることなく、その
まま再び検定申請をしたところ、再度検定の結果合格となり、「新日本史」（初
版）として使用されるに至つた。
　ところで、原告は、昭和三〇年、右初版本に全面的に加筆して検定申請をしたの
であるが、これに対し文部省から二〇〇か所以上の修正意見が付されたので、右の
修正意見に応じられない理由を述べてその旨の書面を提出したところ、文部省から
再び口頭で同様の修正の意見を述べられたので、再度これに対し反論を加えた。こ
のようにして原告と文部省との間で検定の内容をめぐり、前後三回にわたつてやり
とりがなされたが、最終的には合格となり、「新日本史」（改訂版）として昭和三
一年度から使用されることになつた。
　しかるところ、その後、昭和三〇年度の高等学校社会科学習指導要領の改訂に伴
い、「新日本史」も書き改める必要を生じたので、原告は、右改訂版原稿に加筆
し、昭和三一年一一月二九日付で三訂版の検定申請をしたが、検定の結果不合格と
なつた。この検定に際しても原告は、右不合格理由は具体性に欠け、かつ恣意的で
あるばかりでなく、憲法、教育基本法の精神にも反すると考え、文部省初等中等教
育局長にあて、文書をもつて右の考えを述べるとともに、とくに右不合格理由のう
ちのある点について、憲法前文を引用しその誤りを指摘して抗議したが、結局右不
合格処分は維持された。続いて、昭和三二年に再び検定申請をしたが、これに対し
ても不合格処分がなされ、原告側において、いくつかの修正を加えて三たび検定申
請をした結果合格となり「新日本史」は昭和三四年度から同三七年度まで三訂版と
して使用された。
　ついで、原告は右三訂版に改訂を施して改訂検定（教科用図書検定規則一一条参
照、いわゆる四分の一改訂）の申請をしたところ合格し、「新日本史」は四訂版と
して昭和三七年度より同三九年度まで使用された。
　さらに、昭和三五年に高等学校学習指導要領が改訂されたので、原告は、右四訂
版に加筆し、昭和三七年八月一五日検定申請をしたところ、被告は、翌三八年四月
一一日に至つて不合格を決定し（以下「五訂版第一次検定」という。）、同月一二
日、申請者側から原告のほか三省堂社員Ｐ１ほかが文部省に出頭し、文部省側から
教科書調査官Ｐ２２、同Ｐ１０、同Ｐ２３の三名が出席し、初等中等教育局長名の
「検定申請教科用図書の原稿審査の結果について（通知）」と題する書面が交付さ
れたが、右書面には不合格の理由としては、単に「この原稿は、正確性、内容の選
択に著しい欠陥がある。」とあるのみで具体的な指摘は記載されておらず、すべて
その場で右教科書調査官により口頭で説明された。この理由説明の中で具体的に指
摘された点には、後記のとおり、本件で問題となつた古事記、日本書紀に関する記
述も含まれていた。原告は、これに対し、著者としての立場から反論を述べた。
　原告は、さらに、右五訂版第一次検定において不合格とされた原稿に若干の修正
を加えて、昭和三八年九月三〇日再び検定申請をしたところ、被告は同三九年三月
に至つて約三〇〇項目に及ぶ修正意見を付した条件付合格処分をなした（以下「五
訂版第二次検定」という。）。右の修正意見は、同月一九日、文部省において、出
頭した原告および三省堂担当社員に対し、審議官Ｐ２４立会のもとで教科書調査官
Ｐ２２から伝達された。これに対し、原告は一部の修正を拒否し、若干の修正を加
えて再提出したところ、同年四月一二日および四月二〇日に再度にわたつて修正意
見が伝えられた。この五訂版第二次検定において付された修正意見の中には、のち
に述べるように、本件各検定不合格処分の対象となつた六か所の改訂箇所も含まれ



ていたが、右六か所について原告は文部省側の修正意見の趣旨に沿つて削除、修正
したうえで、三省堂から「新日本史」（五訂版）として発行されるに至つた。
二　本件各検定不合格処分
　前顕甲第一ないし第五号証、同五九号証、同第一四九号証、乙第一〇号証、証人
Ｐ１、同Ｐ１７、同Ｐ２０、同Ｐ１０の証言および原告本人尋問の結果ならびに弁
論の全趣旨を総合すると、つぎの事実を認めることができ、これを左右するに足る
証拠はない。なお、以下の事実のうち、本件改訂申請があつたこと、これに対し六
か所について本件各検定不合格処分がなされ、それが伝達されたことは当事者間に
争いのないところである。
１　本件各検定不合格処分の経緯
　原告は前記五訂版第二次検定において条件付合格となつた「新日本史」に改訂を
加え、これに基づき、三省堂から昭和四一年一一月二日、三四か所の改訂（いわゆ
る四分の一改訂）の申請がなされたが、原告がこのように改訂をなすに至つたの
は、右五訂版第二次検定（昭和三八年度検定）において修正意見が付され、原告の
側でこれに応じて修正したが、修正箇所のうち、なお意に満たない数か所について
修正前の記述に戻したいとの希望があつたためと、五訂版執筆以降の新しい事実を
記述し、あわせてその後における学問的成果に基づき従来の記述を修正しようとす
る意図に基づくものであつた。
　右改訂申請は、まず同申請に係る原稿について、主査Ｐ１０、副主査Ｐ２５各教
科書調査官による調査を経たのち、被告から教科用図書検定調査審議会（会長Ｐ２
６）に諮問がなされ、同審議会では、昭和四二年三月二三日、社会科部会（総員一
九名）が開かれたが（出席者一一名）、部会長であるＰ２７慶応義塾大学教授が欠
席したので、Ｐ２８委員が部会長の代行をつとめた。Ｐ１０主査調査官が三四か所
の改訂箇所について調査結果の評定を説明すると、その説明に約三、四〇分の時間
を要したほかは、二、三の委員から発言があつたのみで、調査原案どおり、右申請
にかかる改訂箇所のうち、改訂箇所番号五、六、一二、一四、一八および一九の六
か所については不合格、その他三か所についてはＡ意見が付されて、「新日本史」
の審議は終了し、同日、同審議会会長から被告に対し右審議の結果どおりの答申が
なされ、被告は、昭和四二年三月二九日、右答申どおりの決定をなし、同日、文部
省内において、出頭した原告および三省堂担当社員に対し、文部省初等中等教育局
長Ｐ２９名義の右六か所を不合格とする旨の同日付三省堂あて検定結果の通知書を
交付するとともに、教科書検定課長Ｐ１７および教科書調査官Ｐ１０から不合格理
由等の伝達が行なわれた（以下右六か所の不合格処分を「本件各検定不合格処分」
という。）。
２　本件各検定不合格処分の処分理由
（一）　本件各検定不合格処分の対象となつた改訂箇所番号五、一二、一四、一
八、一九の内容は、つぎのとおりである。
　改訂箇所番号五、六、一四、一八は、「第１編　原子社会とその文化」、「第２
編　古代国家と古代文化の形成」、「第３編　封建社会と封建文化の発展」、「第
４編　近代社会の発展」の各扉のさし絵に付された説明文の「歴史をささえる人
々」という見出しである。改訂箇所番号一二は、脚注で、「①『古事記』も『日本
書紀』も『神代』の物語から始まつている。『神代』の物語はもちろんのこと、神
武天皇以後の最初の天皇数代の間の記事に至るまで、すべて皇室が日本を統一して
のちに、皇室が日本を統治するいわれを正当化するために構想された物語である
が、その中には諸豪族や民衆の間で語り伝えられた神話・伝説などを今日に伝える
史料として貴重なものである。」との記述である。また、改訂箇所番号一九は、
「１９４１年（昭和１６年）４月、南進態勢を強化するため、日本は日ソ中立条約
を結んだ。」との記述である。
　以上の記述は、「新日本史」の五訂版第二次検定に係る原稿（いわゆる白表紙
本）の記述と同一のものであるが、右六か所については五訂版第二次検定におい
て、いずれも被告から修正指示がなされ、原告側においてこれに応じて修正ないし
削除したものであるが、原告は、本件改訂申請にあたり、右修正指示がいずれも不
当であるとして、右各箇所をいずれも五訂版第二次検定に係る白表紙本の記述のと
おりに復活しようとしたものである（以上の事実は、当事者間に争いがない。）。
（二）　ところで、被告は右の改訂申請に対し本件各検定不合格処分をしたが、そ
の処分理由は、右改訂箇所六か所のすべてについて、すでに検定に合格し現在格別
の欠陥の認められない教科書の内容をいずれも検定基準に照らし欠陥の認められる
五訂版第二次検定に係る白表紙本の記述にもつぱら戻そうとするものであるが、改



討検定の本来の趣旨は、教科書内容の一層の改善向上を期するにあつて、個々の改
討箇所はそれぞれ検定基準に照らして改訂前の記述よりも良くなると認められるも
のか、少なくともそれと同程度のものでなければならず、改訂前の記述よりも悪く
なると認められるものである場合には、その改訂を認める理由がないわけであるか
ら、右改訂箇所六か所は、上記の改訂検定の趣旨に照らし許されないというのであ
る。
第二　教科書検定制度
　原告は本件各検定不合格処分の取消しを求めるに当たり、その前提として教科書
検定制度の違憲、違法性を主張するので、当裁判所は、本件各検定不合格処分の違
憲、違法性の有無を判断するに先だち、教科書検定制度についてその沿革と変遷な
らびにその概要と運営を検討する。
一　教科書検定制度の沿革と変遷
　成立に争いのない甲第六号証、同第一〇号証、同第一五号証、同第一九号証、同
第三七ないし第四一号証、同第四七号証、同第七〇号証、同第九一ないし第九三号
証、同第九五、第九六号証、同第一二三号証、同第一五二、第一五三号証、同第一
六五号証の一ないし三、同第一七一号証、乙第二六ないし第三一号証、同第三二号
証、同第五九号証、同第六二号証（ただし後記措信しない部分を除く。）同第六三
号証および証人丙、同丁、同Ｐ９、同内海巌の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合
すれば、つぎの事実を認めることができ、他にこれを左右するに足る証拠はない。
１　戦前の教科書制度の沿革
　明治政府は明治維新の当初富国強兵政策をとつていたが、その一環として教育政
策にも力を入れ、その結果明治四年には文部省が設置され、翌五年には「学制」
（文部省布達第一三号地三布達）が発布された。しかし、当時は教科書についてま
だ統制は行なわれず、たとえば同六年に「小学校用書目録」を公布して標準的な教
科書を指定、推薦したが、その中には自由民権的啓蒙的な教科書も少なくなく、ま
た、文部省自身もいくつかの教科書を編集出版していた。
　その後自由民権運動が高揚するに伴つて明治政府はこれを抑える方向で政策を進
めたが、同時に教育の面でも積極的な政策がとられるようになり、小学校を中心と
した学校制度が整備されてきたことも相まつて、明治一三年には何種類かの教科書
について使用禁止の措置がとられ、翌一四年には小学校の教科書について開申制度
（届出制度）が設けられ、ついで、同一六年には小学校および中学校の教科書につ
いて認可制度が設けられた。そして同一九年には、「小学校令」、「中学校令」、
「師範学校令」、「帝国大学令」の四つの勅令が定められて、戦前の学校教育の体
制が一応確立したが、右の小学校令および中学校令によつて、小学校および中学校
の教科書について検定制が採用されることとなり、同時に教科用図書検定条例が定
められたが、同条例は検定基準について、「文部省ニ於テ教科用図書ヲ検定スルノ
要旨ハ該図書ヲ教科用タルニ弊害ナキ事ヲ証明スルニ止マリ即国体法令ヲ軽侮スル
ノ意ヲ越サシムベキ恐アル書又ハ風致ヲ敗ルベキ憂アル書若クハ事実ノ誤アル書等
ハ採択セザルモノトシ其教科用上ノ優劣如何ハ問ハサル事トナセリ」と定めてい
た。
　明治二〇年代に至り自由民権運動が衰え、同二二年には大日本帝国憲法が発布さ
れて翌二三年から施行されたが、同年一〇月三〇日教育勅語が発布され、「朕惟フ
ニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克
ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵
源亦実ニ此ニ存ス」とし、忠孝の精神を説き、「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼」すべき国
民を育成するために教育を施すべきことを定め、これらが教育に関する基本理念と
して以後今次大戦に至る教育を基本的に規制することとなつたが、さらに同二五年
には前記の教科用図書検定条例が改正されて、教科書の検定は教育勅語によるべき
こととなつた。
　さらに、その後、明治三六に至り、その前年に発生したいわゆる教科書疑獄事件
を一つの契機として、小学校令の一部改正があり、これにより、小学校について
は、修身、日本歴史、地理、国語、書き方について、のちに算術、図画、さらに理
科について、教科書は文部省において著作権を有するものに限られることとなり、
国定制がとられることとなつた。中学校については、長らく検定制が維持された
が、昭和一八、一九年に至り国定教科書が使用されるようになつた。
　かくて、戦前の検定ないし国定教科書の使用およびその他の教育政策は、いわゆ
る大正デモクラシーと呼ばれた一時期にはある程度民主的な色彩をもったことがあ
るほか、一般に、上記の教育勅語にみられるように、天皇主義的、国家主義的なも



のであり、同時に軍国主義的色彩が強く、また画一的、統制的性格をもつていた
が、このような傾向は時とともに次第に強まり、とくに昭和に入つてから敗戦に至
るまでは、右の傾向が極度にまで進んでいつた。この点に関し、前顕乙第六二号証
には、戦前においても、昭和六年、同一二年あるいは同一六年をそれぞれ一の段階
として教育の軍国主義化が強まつたが、それ以前には決してそうではなかつた旨の
記述があるが、同号証中この部分の記載は採用できない。
２　戦後初期の教科書制度の改革
（一）　昭和二〇年八月、日本がポツダム宣言を受諾し、敗戦によつて太平洋戦争
が終了すると、日本を占領した連合国軍総司令部は、ポツダム宣言に基づき、つぎ
つぎに日本の非軍国主義化、民主化の措置を講じたが、その一環として教育につい
てもさまざまな抜本的改革措置を実施した。
　これら総司令部による諸改革に先だち、文部省は、昭和二〇年九月「新日本建設
ノ教育方針」を発表し、この中で新教育の方針として、軍国主義思想を払拭し、平
和国家の建設を目途としつつも国体の護持を説いたが、「教科書」に関しては、
「教科書ハ新教育方針ニ即応シテ根本的改訂ヲ断行シナケレバナラナイガ差当リ訂
正削除スベキ部分ヲ指示シテ教授上遺憾ナキヲ期スルコトトナツタ」旨指示し、そ
してこれを受けて同月二〇日、「終戦ニ伴フ教科用図書取扱方ニ関スル件」を通達
し、「現行教科書ヲ継続使用シ差支エナキモ、戦争終結ニ関スル詔書ノ御精神ニ鑑
ミ適当ナラザル教材ニツキテハ、全部或ハ部分的ニ削除シ又ハ取扱ニ慎重ヲ期ス
ル」よう指示した。これに基づき、数科書のうち国体、軍備等を強調した箇所、戦
争を論じた部分などが削除さるべきものとされ、全国の生徒達は、教師の指示に従
つてこれらの箇所を墨で黒くぬりつぶして使用した。
　昭和二〇年一〇月二二日、総司令部は、日本政府に対し「日本教育制度ニ対スル
管理政策」を発して軍国主義や極端な国家主義を排除すべきことを指令したが、そ
の中で現在一時的に使用を許されている教科書等については、可能な限り速やかに
その内容を検討すべきであり、軍国主義的ないし極端な国家主義的イデオロギーを
助長する目的をもつて作成された箇所は削除さるべきことを命じ、ついで同年一二
月三一日には、「修身、日本歴史及び地理停止ニ関スル件」を発してこれら三科目
の授業の停止と数科書の破棄を指令した。そして、同二一年九月、文部省は、右の
指令の趣旨に沿つて、暫定的に前示の「くにのあゆみ」その他の新しい国定教科書
を発行した。
　ところで、昭和二一年三月には、第一次アメリカ教育使節団が来日し、日本側の
教育家委員会（昭和二〇年暮、右教育使節団に対し日本の事情を述べ、かつ意見を
交換するために設けられた委員会）とともに戦後の日本の教育のあるべき姿につい
て調査、検討を加え、同年三月三一日に連合国軍最高司令官あて報告書を作成した
が、この報告書はのちの教育基本法をはじめとする戦後の日本教育法制改革の要因
となつた。すなわち、この報告書は、あらゆる面から日本の教育に関する提言を供
しているが、その中の「教育の目的」の項で、軍国主義的、国家主義的教育の否
定、個人の価値と尊厳を確立する教育の必要性を強調し、ついで「カリキユラム」
の項で、カリキユラムの内容はわかりやすく、生徒の興味を拡大充実するものでな
ければならず、そのためにはカリキユラムないし学科課程は中央官庁と教師の協力
活動の結果として生まれるべきものであると主張し、さらに続いて「教科書」の一
項で、つぎのように報告した。「日本の教育に用いられる教科書は、事実上文部省
の独占になつている。小学校用の教科書は文部省において直接これを作成し規定
し、中等学校用の教科書はこれを作成せしめて文部省の検定を受けさせることにな
つている。調査した範囲では、教師は教科書の作成にもまた選定にも十分相談に与
つていない。カリキユラムについて前節に論じた原則が健全な至当なものであると
すれば、更に教科書の作成ならびに出版も一般競争に委ねられるべきであるという
原則が生れてくる。機会さえ与えれば、教師も視学官も教材の工夫と評価とにおい
て十分有能であることを示すであろう。多くの人の努力によつてこそ、新しいすぐ
れた考案を発展せしめる一層良き機会が来るものである。主として経済的理由によ
り教科書の選定を全く教師の自由に任してしまうことはできない。教科書の選定は
一定の地域から出た教師の委員会によつて行なわれるべきである。
　日本の教育者達のみがよくこの仕事をなしうるのである。他国の教育制度は手引
としては役立つかもしれないが、これを盲目的にまねるべきものではない。日本の
教育の転換において、極めて重大な役割を持つある教授分野が存在する。これらに
ついて更に具体的に論ずることにしよう。」
　他方、右の教育家委員会も、単に使節団に対する情報提供あるいは使節団との協



議にとどまることなく、進んで自ら教育改革のあるべき姿を検討し、別途、報告書
を作成してこれを使節団と文部省に提出したが、その中で、（１）新教育の理念を
打ちたて、個人としての人間性の開発をはかるべきこと、（２）従来の中央集権的
官僚的行政を廃し、地方分権的な教育行政を打ちたてること、（３）学制を改革
し、六・三・三・四制を採用することなどを提唱した。
　さらに、昭和二一年、日本国憲法が制定されようとする動きの中で、同年八月、
前記の教育家委員会を発展解消し、教育に関する重要事項を調査審議するため、
「教育刷新委員会」が設置された。
　以上に述べた戦後教育改革の経緯については、後に詳述する。
　このように、戦後のごく初期の教育ないし教科書の改革は主として連合国軍総司
令部の手によつて行なわれたというべきであろうが、他方、日本国内においても、
叙上の教育家委員会、教育刷新委員会の設置などにみられるように自ら日本の教育
改革に当たろうとする動きがあつたことも看過できない。
（二）　昭和二二年三月三一日、教育基本法とともに学校教育法が公布施行された
が（ただし後者の施行日は翌四月一日）、学校教育法二一条一項で、「小学校にお
いては、監督庁の検定若しくは認可を経た教科用図書又は監督庁において著作権を
有する教科用図書を使用しなければならない。」と定められ、中学校、高等学校に
ついても、この規定が準用されることとなり、これにより従来の国定教科書制度は
廃止され、教科書検定制度が発足することとなつたので、その実施のため同年五月
には文部省に学識経験者より成る教科書制度改善協議会が設置され、教科書制度全
般にわたつて検討が加えられた結果、同年九月一七日、教科書の編修発行は機会均
等であるべきこと、社会の要求に応じ教授と学習の両面を考慮して教師が積極的に
教科用図書の編修に関与できる制度をつくるべきことを大綱とする答申がなされ
た。そして、同年一二月には教科用図書委員会が設置されて、新しい教科書制度実
施についての諸施策の立案に当たつた（同委員会は、昭和二四年七月教科用図書審
議会にひきつがれ、ついで同二五年五月には後記の教科用図書調査会と合体して教
科用図書検定調査審議会となつた。）。さらに、翌二三年四月には、文部省から
「教科書検定に関する新制度の解説」が出され、ここでも、教科書の著作につき広
く門戸を開放し、自由な競争によつてよい教科書をつくり今後の教育の発展を図る
べき旨が強調された。かくして、同月、教科用図書検定規則が文部省令第四号とし
て公布され、翌五月には教科用図書調査会が発足して昭和二三年度から検定が実施
され、同二四年度から、小学校、中学校および高等学校において検定教科書が使用
されるに至つた。なお、昭和二四年四月には、教科用図書検定基準が文部省告示と
して定められた。そして右の検定は、申請のあつた図書ごとに五人の調査員（うち
二人は専門の学識者、他の三人は学校の教員）がそれぞれ調査、評定を行ない、教
科用図書検定調査審議会（一六名の委員で構成）の審議を経てこれを決定した。
　なお、昭和二三年七月には、教育委員会法（昭和二三年法律第一七〇号。のちに
ふれる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の制定に伴い、同法附則によつて
昭和三一年九月三〇日限り廃止された。）が制定公布され、その五〇条では都道府
県委員会の権限に属する事務（私立学校については都道府県知事に属する。）のう
ち、「左に掲げるものは、都道府県委員会のみが、これを行う。（中略）二　文部
大臣の定める基準に従い、都道府県内のすべての学校の教科用図書の検定を行うこ
と。」と規定されて、教科書検定の面においても教育行政の地方分権の理念が具体
化されていたが、当時の用紙事情が極度に悪化していたため、とくに、同法八六条
で「教科用図書の検定は、第五〇条第二号の規定にかかわらず、用紙割当制の廃止
されるまで文部大臣が行う」旨を規定し、検定権限は一時的に文部大臣に与えられ
ることとなつた。
（三）　ところで、戦前の教科の内容は、小学校令、小学校令施行規則、中学校令
施行規則、中学校教授要目その他の法令により細目に至るまで規定されており、国
定教科書はもとより検定教科書もこれに準拠すべきこととされていた。戦後、昭和
二二年に教育課程の基準として学習指導要領一般諭および社会科編が作成された。
そして、同じ年に制定された前記学校教育法二〇条には、「小学校の教科に関する
事項は、第十七条及び第十八条の規定に従い、監督庁がこれを定める。」とあり、
同法一〇六条で、右の監督庁は当分の間文部大臣とする旨定められ、またその年の
五月二三日に制定された学校教育法施行規則（同年文部省令第一一号）旧二五条に
は、「小学校の教科課程、教科内容及びその取扱いについては、学習指導要領の基
準による。」と定められており、中学校、高等学校についても同様の規定が置かれ
ていた。しかしながら、前記昭和二二年度の学習指導要領は、その表紙に（試案）



と明記され、その一般編の序論において、旧来の教育が画一主義に流れ、教育の実
際の場での創意工夫がなされる余地がなく、教師の立場を機械的にし、生きた指導
を行なおうとする気持を失なわせた、と指摘し、ついで「この書は、学習の指導に
ついて述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、一つの動かすこと
のできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられたものではな
い。新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教科課程をどんなふうにし
て生かして行くかを教師自身が自分で研究して行く手びきとして書かれたものであ
る。（中略）この書を読まれる人々は、これが全くの試みとして作られたことを念
頭におかれ、今後完全なものをつくるために、続々と意見を寄せられて、その完成
に協力されることを切に望むものである。」と述べている。このことは、昭和二六
年度に改訂された学習指導要領についても同様であつて、前年度版の一般論、社会
科編も、その表紙に（試案）の文字が明記され、「学習指導要領は、どこまでも教
師に対してよい示唆を与えようとするものであつて、決してこれによつて教育を画
一的なものにしようとするものではない。教師は、学習指導要領を手びきとしなが
ら、地域社会のいろいろな事情、その地域の児童や生徒の生活、あるいは学校の設
備の状況などに照して、それらに応じてどうしたら最も適切な教育を進めていくこ
とができるかについて、創意を生かし、くふうを重ねることがたいせつである。」
と述べている。
　なお、学習指導要領の作成権限については、文部省設置法（昭和二四年五月公
布。法律第一四六号）ではその附則六条で「初等中等教育局においては、当分の間
学習指導要領を作成するものとする。ただし、教育委員会において学習指導要領を
作成することを妨げるものではない。」として、文部省が指導要領を作成するのは
暫定的な措置であるとしていた。
　そして、右の学習指導要領は、前記教科用図書検定基準の必要条件の一とされて
いたが、当時においては学習指導要領そのものが前示のとおり「試案」にすぎない
ものとされていたのであるから、検定基準としては参考程度のものにとどまつてい
た。
３　その後の教科書制度の変遷とこれをめぐる動き
（一）　昭和二八年八月、学校教育法の一部改正により、教科書の検定権限は建前
として、都道府県教育委員会（私立学校においては都道府県知事）に属するとされ
ていたのが改められ、恒久的に文部大臣に属することとなつた。
（二）　いわゆる「うれうべき教科書」の問題
　日本民主党は、昭和三〇年二月の総選挙の際、その選挙綱領の中で、「文教の刷
新、施設の整備、国定教科書の統一」を十大政綱の一として掲げてこれを公約し、
教科書の民編国管案を提唱した。すなわち、教科書の編集は民間に委ねるが管理は
国が行ない、検定を厳格にすることによつて各教科とも学年ごとに教科書を二種類
くらいにしぼり、採択は各都道府県ごとに一種類にして国定化と同様の実を上げよ
うとするものであつた。ついで同年七月、衆議院行政監察特別委員会において、教
科書問題がとりあげられ、同委員会で喚問したＰ３０証人は、日本の教育の基本原
理を根本的にくつがえすおそれのある偏向教科書が発行されつつあるが、これらの
教科書はつぎのような特徴をもつていると述べた。すなわち、
（１）　日本の労働者階級の生活がきわめて悲惨なものであることを、故意に必要
以上に強調し、それが社会制度の欠陥、資本主義の矛盾によるものであると強調し
ようとしている。
（２）　ソ連と中国とを礼讃し、わが国がこれらの国に対して卑屈な態度をとらな
ければならないかのごとく強調している、等と述べた。
　そして、同年の八月から一一月にかけて、日本民主党から「うれうべき教科書の
問題」と題するパンフレツトが第一集から第三集まで出され、その第一集では、
「教科書にあらわれた偏向教育とその事例」としてつぎの「四つの偏向タイプ」を
上げた。
　すなわち、第一は、教員組合運動や日教組を無条件に支持し、その政治活動を推
進するタイプ（宮原誠一編、高等学校社会科社会用「一般社会」実教出版）
　第二は、日本の労働者が、いかに悲惨であるかということをいい立てて、それに
よつて急進的な、破壊的な労働運動を推進するタイプ（宗像誠也、中学校社会科、
標準中学社会「社会のしくみ」教育出版）
　第三は、ソ連・中共を、ことさらに美化し、讃美して、じぶんたちの祖国日本を
こきおろすタイプ（周郷博編、小学校社会科六年用「あかるい社会」中教出版）
　第四は、マルクスレーニンの思想、つまり、共産主義思想を、そのまま、児童た



ちに植えつけようとしているタイプ（長田新編、中学校社会科「模範中学社会」実
教出版）
　これに対し、これら例示された教科書の編集者、著者らから、「日本民主党の
「うれうべき教科書の問題」に対する抗議書」、「日本民主党の「うれうべき教科
書の問題」はどのようにまちがつているか」、「「明かるい社会」とはどんな教科
書か」などの抗議書あるいは声明書などが出され、反論がなされた。
（三）　いわゆるＦ項パージの問題
　昭和三〇年の九月に教科用図書検定調査審議会委員の交替があつて、その直後の
検定において、従来に比し、不合格となる原稿が一時に増加した。そして、従来、
五人の調査員による評定が原則としてそれぞれＡないしＥの符号で示めされていた
が、この検定では、ＡないしＥの評定は合格の意見でありながら、Ｆの意見により
結局不合格となるといわれるものが多く、このことをめぐつて、右のＦの意見は、
前記委員の交替で新たに同審議会の委員に加わつた日本大学教授Ｐ２０の意見では
ないかとの噂がながれ、ジヤーナリズムも、これを「Ｆ項パージ」としてとり上げ
た。これについて文部省は、Ｆというのは、昭和三〇年以前には同審議会の委員が
自ら原稿を調査のうえ評定を下す仕組でなかつたのを、同年から委員もまた自ら調
査し評定することとなつたので、同審議会の評定をＦとして示したものにすぎず、
特定の個人の意見を示すものではない。ただし、例外的に五人の調査員のうち、と
くに評定が偏つたものがある場合には、これに新たに六人目の調査員の評定を加
え、これをＦの符号をもつて表示することもあつた旨説明した。
（四）　教科書法案と教科書調査官の設置
　昭和三〇年一二月、中央教育審議会（文部省設置法二六条参照）から文部大臣に
対して、教科書制度に関する答申があり、これを受けて教科書法案が立案され、翌
三一年教育委員会制度の改組に関する地方教育行政の組織及び運営に関する法律案
とともに、いわゆる第二次教育二法案として第二四回国会に提出された。教科書法
案は、教科書の検定、採択、発行、供給の全体にわたつて法制を整備しようとする
もので、検定に関しては、（１）審議会を拡充強化すること（従来の一六人の審議
会委員を八〇人以内とする。）、（２）検定基準を整備すること、（３）検定に合
格する見込がないと認められる図書その他の図書について、検定を行なわないこと
ができるものとすること、（４）検定に有効期間を設け、または一定の場合に検定
の効力を失なわせることができるものとすること、等の要綱が設けられ、また、採
択に関しては、（１）採択は都道府県教育委員会が行なうものとすること、（２）
一定の広域にわたる採択地区を設けて、採択地区ごとに行なうものとすること、
（３）また右採択は教科書選定協議会の選定に基づいて行なうが、協議会は学年ご
とに一の種目について原則として一種類の教科書を選定するものとすること等の要
綱が設けられ、さらに発行に関しては、発行者の登録制を設けようとするものであ
つた。
　しかしながら、右教育二法案に対しては、教育の中立性を脅やかし、教育に対す
る国家統制の復活を意図するものであるとして、Ｐ３１東大総長らのいわゆる「十
大学長声明」をはじめ、多くの批判があり、結局前記二法案のうち「地方教育行政
の組織及び運営に関する法律」は成立したが（昭和三一年法律第一六二号。以下
「地方教育行政法」という。これによつて教育委員会は公選制から任命制に変わつ
た。）、教科書法案は成立せず、廃案となつた。
　このようにして教科書法案は成立しなかつたが、文部省は、昭和三一年に行政措
置として審議会委員を拡充して、委員を八〇人に増員し、また、前記中央教育審議
会の答申に則り、新たに同省に専任の教科書調査官四〇名を設け、教科書の調査に
当たらせることとした。また、従来条件付合格の際に示していた修正意見を、その
性質に応じて現行のようにＡ意見およびＢ意見の二つに分けることとし、同時にそ
の伝達方法も従来調査意見書をそのまま提示していたのを改めて、教科書調査官が
口頭で伝えることとなつた。
（五）　学習指導要領および教科用図書検定基準の改訂
　昭和三三年、文部省は学習指導要領を改訂したが、その際、これを文部省告示と
して官報に公示し、またこの時以来学習指導要領には法的拘束力があると主張する
ようになつた。また、昭和二二年版、同二六年版の学習指導要領の表紙に記されて
いた（試案）の文字は、昭和三〇年の改訂の時から削除され、従前学習指導要領自
身の中でそれが単なる一つの手びきにすぎないとされていた点も昭和三〇年版ない
し同三三年版からは強調されなくなつた。さらに、同じく昭和三三年に教科用図書
検定基準が改訂され（同年文部省告示第八六号。昭和四三年文部省告示第二八九号



によつて改正されるまで、本件検定時においても用いられていたもの。その大綱は
のちに示す。）、その際検定基準の絶対条件の一として、教科の目標等については
学習指導要領のそれに合致しているかどうかを基準とすべきことが明定されるに至
つた。
（六）　教科書無償措置の採用
　さらに、昭和三八年には、義務教育諸学校の教育用図書の無償措置に関する法律
（同年法律第一八二号、以下単に「無償措置法」と略称する。）が成立したが、こ
れによつて、小中学校教科書の無償措置制とともに、教科書の広域統一採択制と文
部大臣による教科書発行業者の指定制度とがとられることとなつた。
　なお、文部省は、その頃「義務教育諸学校生徒に対する無償給与実施要綱案問題
点」と題する文書を作成しているが、その中の「義務教育教科書の国定化につい
て」という項で、「（１）義務教育教科書については、国定化の論もあるが、現在
検定は学習指導要領の基準に則り厳格に実施されているので、内容面においては実
質的には国定と同一である。またかりに、名実ともに国定とするためには、検定教
科書について著作権の買上げ等の方法による補償を行なう必要があり、そのために
は莫大なる経費を要する。（２）今後企業の許可制の実施及び広域採択方式整備の
ための行政措置を行なえば、国定にしなくても五種程度に統一しうる見込であるの
で、国定の長所を取り入れることは現制度においても可能である。」としている。
二　現行教科書検定制度の概要
　本件各検定不合格処分のなされた当時における教科書検定制度の概要は、つぎの
とおりである。なお、現行制度ものちに触れる教科用図書検定基準の改訂等を除い
てはほとんど同一であるので、以下においては、本件検定時における教科書検定制
度を中心として必要に応じ、改正ないし改訂部分を特記することとする。
１　教科書の意義
　教科書の意義については、教科用図書検定規則（昭和二三年文部省令第四号）一
条二項に「この規則において教科用図書……とは、小学校、中学校、高等学校及び
これらに準ずる学校の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書を
いう。」との規定があるほか、法律で直接これを定義づけた規定は見当たらない。
もつとも、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二三年法律第一三二号）の二条
一項では、「この法律において『教科書』とは、小学校、中学校、高等学校及びこ
れらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる
教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部大臣の検定
を経たもの又は文部大臣において著作権を有するものをいう。」と規定されている
が、右の規定は、同法が「現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整を
はかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易
ならしめることを目的とする。」（同法一条）ものであることからしても、教科書
の意義一般を規定したものというよりは、同法において教科書の発行に関する臨時
措置に関し規定を設けるに当たつて、同法上は教科書とは右のものをいうと定めた
にとどまるものと解するのが妥当である。
２　教科書検定の権限および組織
（一）　教科書検定に関する文部大臣の権限
　学校教育法（昭和二二年法律第二六号）二一条一項は、「小学校においては、文
部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を
使用しなければならない。」と定め、同条二項は、「前項の教科用図書以外の図書
その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。」と規定し、
同条は、四〇条で中学校に、五一条で高等学校に、七六条で盲学校、聾学校および
養護学校に、それぞれ準用されているが、ただし、一〇七条では、「高等学校、盲
学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第二十一条第一
項（第四十条、第五十一条及び第七十六条において準用する場合を含む。）の規定
にかかわらず、文部大臣の定めるところにより、同条同項に規定する教科用図書以
外の教科用図書を使用することができる。」と規定され、右一〇七条の規定を受け
て学校教育法施行規則（昭和二二年文部省令第一一号）五八条で、「高等学校にお
いては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣が著作権を有する教科用図
書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科
用図書を使用することができる。」と規定され、同規則七三条の一二、同条の一
三、同条の一七にも盲学校等についてほぼ同様の規定がある。
　右の学校教育法二一条、五一条は、高等学校において使用する教科書は、文部大
臣の検定を経たいわゆる検定教科書か、あるいは国定教科書でなければならないこ



とを規定しているが、同時に、教科書検定は文部大臣においてこれを行なう旨をも
定め、これによつて文部大臣に教科書検定の権限を付与したものと解せられる。
　そして、教科用図書検定規則二条によると、教科用図書の検定は、教科用図書検
定調査審議会の答申に基づいて、文部大臣が行なうものとされている。
（二）教科書検定の組織
　文部省設置法（昭和二四年法律第四六号、以下「設置法」という。」五条一項
は、「文部省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を
有する。ただし、その権限の行使は、法律（これに基く命令を含む。）に従つてな
されなければならない。」として、その一二号の二で、「教科用図書の検定を行う
こと。」を定め、文部大臣の補助機関として、初等中等教育局長、同局審議官、同
局教科書検定課長および同課主任教科書調査官および教科書調査官が置かれ、教科
書検定の事務に当たつているが、そのうち初等中等教育局長は、教科用図書の検定
をつかさどり（設置法八条一三号の二）、同局審議官は、「命を受け、初等中等教
育局の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。」（文部省組織令一三
条）とされ、教科書に関する事務についてもその総括整理の任に当たり、教科書検
定課長は、「教科用図書検定基準の作成及び改訂等初等中等教育用教科書の検定に
関する」事務その他の検定に関する事務をつかさどり（同組織令一二条）、「教科
書調査官は、上司の命を受け、検定申請のあつた教科用図書及び通信教育用学習図
書の調査に当る。」（設置法施行規則五条の二、第二項）ものとされ、また、「教
科書調査官のうち九人以内を、担当する教科を定めて主任教科書調査官とすること
ができる。主任教科書調査官は、その担当する教科について、前項に定める教科書
調査官の職務の連絡調整に当るものとする。」（同施行規則五条の二、第三項）と
されている。
　さらに、「検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を
調査審議すること」を目的として、文部省に教科用図書検定調査審議会（以下単に
「審議会」という。）が置かれ（設置法二七条一項）、その内部組織、所掌事務等
を定めるため、教科用図書検定調査審議会令（昭和二五年政令第一四〇号、以下単
に「審議会令」という。）が定められ、これによると、審議会は、「文部大臣の諮
問に応じ、検定申請の教科用図書……を調査し、及び教科用図書に関する重要事項
を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議する」こと
を所掌事務としており、また、審議会は委員一二〇人以内で組織され、委員は教育
職員、学識経験のある者および関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命す
るものとされている（審議会令二条一、二項、三条一項）。また、審議会は、検定
申請のあつた教科用図書等の原稿を調査させるために調査員が置かれ、学識経験の
ある者のうちから、審議会の意見を聞いて、文部大臣が任命するものとされている
（審議会令二条三項、三条二項）。ところで、審議会には、その所掌事務の分担の
ために、教科用図書検定調査分科会、教科用図書分科会、教科用図書価格分科会の
三分科会が設けられ、委員は文部大臣の指名によりいずれかの分科会に分属するも
のとされ、また検定申請の教科用図書に関する事項は教科用図書検定調査分科会が
分担するものとされている（審議会令六条、七条）。そして、右教科用図書検定調
査分科会は、さらに国語、社会科等各科目ごとに第一部会ないし第九部会および総
括部会に分かれ、委員は各部会に分属し、特別の場合を除き、部会の議決をもつて
分科会の議決とすることになつている「教科用図書検定調査分科審議会の部会の設
置及び議決事項の取扱に関する規程《昭和三一年教科用図書検定調査分科審議会決
定》」。なお、証人Ｐ１７の証言によると、右各部会のうち、社会科と職業・家庭
科の二つの部会（第二および第九部会）については、さらに便宜これに小委員会を
設け、小委員会の審議を経たうえで部会の審議を行なうとの扱いになつており、第
二部会（社会科）の場合、中学校および高等学校については、日本史、世界史、地
理などの小委員会が設けられていることが認められる。
３　教科書検定の基準
　教科書の検定については、教科用図書検定規則一条一項で「教科用図書の検定
は、その図書が教育基本法及び学校教育法の趣旨に合し、教科用に適することを認
めるものとする。」と定められ、また、検定の基準については、教科用図書検定基
準（昭和三三年文部省告示第八六号、昭和四三年八月二六日文部省告示第二八九号
による改正前のもの。）および教科用図書検定基準内規（昭和三三年文初教第五八
六号、以下「検定基準内規」という。）が定められている。
　教科用図書検定基準は、検定の基準を絶対条件と必要条件とに分けている。
　絶対条件は各教科に共通な条件で、このいずれかを欠くときは申請図書は絶対的



に不適格となるものであり、その内容はつぎのとおりである。
（１）　（教育の目的との一致）教育基本法に定める教育の目的および方針などに
一致しており、これらに反するものはないか。また、学校教育法に定める当該学校
の目的と一致しており、これに反するものはないか。
（２）　（教科の目標との一致学習）指導要領に定める当該教科の目標と一致して
おり、これに反するものはないか。
（３）　（立場の公正）政治や宗教について、特定の政党や特定の宗派にかたよつ
た思想・題材をとり、またこれによつて、その主義や信条を宣伝したり、あるいは
非難したりしているようなところはないか。
　必要条件は各教科ごとに定められ、これを欠くときは瑕疵のある教科書とされる
ものであるが、その内客も実質的にはほぼ共通でその骨子はつぎのとおりである。
（１）　（取扱内容）取扱内容は学習指導要領によつているか。
（２）　（正確性）誤りや不正確なところはないか。また、一面的な見解だけをと
りあげている部分はないか。
（３）　（内容の選択）内容には、学習指導要領の示す教科の目標および科目また
は学年の目標の達成に適切なものが選ばれているか。
（４）　（内容の程度等）内容の程度は、その学年の児童・生徒の心身の発達段階
に適応しているか。また、児童・生徒の生活・経験および興味に対する配慮がなさ
れているか。
（５）　（組織・配列・分量）組織・配列および分量は、学習指導を有効に進めう
るように適切に考慮されているか。
（６）　（表記・表現）漢字・かなづかい・ローマ字つづり、記号、用語、計量単
位などは適切であり、これらに不統一はないか。また、表現は冗長・粗雑でなく、
児童・生徒に理解しやすいものであるか。
（７）　（使用上の便宜等）目次・索引・注・凡例・諸表その他教科書使用上の便
宜を与えるものが、必要に応じて用意されているか。また、出典などは必要に応じ
て示されているか。
（８）　（地域差・学校差）特定の地域や特に施設・設備のよい学校にだけ適する
ようになつていないか。
（９）　（造本）印刷、文字の大きさ・行間・書体、判型、分冊ならびに図書とし
ての各部の表示その他に欠陥や適切でないものはないか。
（１０）　（創意工夫）内容、組織、表現その他について、適切な創意工夫が認め
られるか。
　つぎに、検定の基準と学習指導要領の関係については、教科用図書検定基準にお
いて実質的に学習指導要領によることにしている（同基準絶対条件の第二項目、必
要条件の第一項目、第三項目参照）。
４　教科書検定の手続
　教科書検定の手続については、教科用図書検定規則でつぎのような規定が設けら
れている。
（一）　教科書検定の申請は、当該教科書の著作者または発行者のいずれからでも
できる（検定規則三条）。
（二）　教科書の検定は、原稿審査、校正刷審査および見本本審査の三段階を経て
完了する（検定規則三条）。申請者は、まず、所定の原稿審査申請書に教科書の原
稿と所定の検定審査料を添えて文部大臣に申請し、つぎに原稿審査を経て合格とさ
れたときは、校正刷審査申請書に校正刷を添えて申請し（審査料を添える必要はな
い。）ここで合格とされたときは、さらに見本本につき見本本審査の申請をするも
のとされる（検定規則五条、六条）。このような三段階審査は、原稿審査では原稿
自体について、校正刷審査では校正刷につき再び主としてその内容面について、さ
らに見本本審査では実際の製本された教科書と同様の見本本について造本等を含め
て審査しようとするもので、それぞれ別個独立の手続ではなく、当該申請に係る図
書についての一連の手続であると解するを相当とする。たとえば、申請に係る図書
が原稿審査において不合格の検定を受けた者は、それ以後の校正刷審査および見本
本審査の申請をすることができず、右原稿審査の不合格処分が最終の処分となるの
であつて、これに対して行政不服の申立て、訴訟等を提起できることはいうまでも
ない。
（三）　そして、審査においては、審議会の調査員による調査および評定、教科書
調査官による調査、評定がなされ、ついで審議会で審議が行なわれ、その結果が文
部大臣に答申され、文部大臣は右答申に基づいて検定を行なうものとされている



（検定規則二条）。
（四）　このようにして最終的に合格とされた教科書は、その名称、ページ数、定
価、目的とする学校、教科の種類、検定および発行の年月日、著作者の氏名および
発行者の住所氏名等を官報で公告することになつている（検定規則一一条一項）。
５　教科書改訂検定の手続
　以上は、主として新たに教科書の検定をする場合（いわゆる白表紙本）の手続に
関するものであるが、検定規則九条によると、検定の効力は改訂（検定規則一一条
一項で、改訂とは、文章、字句さし絵を増減校訂し、記述の方法もしくはさし絵、
ページ数、行数、字体、判型を変更し、または注解、附録、序文等を加除変更する
場合を含むものとされている。）を加えた教科書には及ばないものとされ、この改
訂がページ数の四分の一以上にわたるものは検定規則五条および六条により、一般
の白表紙本として新たに検定の申請をしなければならない（検定規則一一条二項）
が、改訂がページ数の四分の一に満たない場合には、所定の改訂申請書に改訂理由
書、改訂原稿、検定審査料（白表紙本の場合の半額）を添えて文部大臣に提出すべ
きものとされている（検定規則一〇条、以下これを「改訂検定」という。）。本件
検定は改訂検定である。改訂検定の場合には、改訂申請に対する合否の決定は改訂
箇所ごとに別個の処分であると解するのが相当である。
三　現行教科書検定手続の運営
　成立に争いのない甲第五三ないし第五五号証、同第一三八号証、乙第四、第五号
証、同第九号証、同第一一ないし第一四号証と証人Ｐ１７、同Ｐ９、同Ｐ１０、同
Ｐ２０、同Ｐ１の各証言および弁論の全趣旨を総合すると、本件検定時における教
科書検定手続の運営は、およそつぎのとおりであることが認められ、これを左右す
るに足る証拠はない。
１　検定受理計画
　文部省は、検定事務の便宜と発行者らの便宜のため、毎年度ごとに検定を受理す
る種目およびその時期などについて、あらかじめ計画を立て、これを検定申請予定
者に通知することとしているが、これに先だち、教科書発行者をもつて組織される
社団法人教科書協会の意見を聞いてほぼ三年ごとに検定実施年次計画を定めている
ところ、本件検定については、昭和三九年六月二二日、昭和四〇年度ないし同四二
年度の高等学校用教科書検定実施計画が作成され、その中で昭和四一年度には、昭
和三八年度検定の教科書についての改訂申請の受理がなされる旨が定められ、つい
で同四〇年一二月二五日付文初検第四六二号文部省初等中等教育局長名義の「昭和
四一年度における高等学校用教科書の検定申請について（通知）」と題する文書を
もつて、昭和四一年度検定について検定を受理する種目およびその時期等が三省堂
に通知された。
２　原稿審査
（一）　右受理計画に従つて、教科書の著作者または発行者から、まず原稿審査の
申請がなされるが、ここで申請者から文部省に提出される原稿は著者名あるいは発
行者名が記載されていない白表紙のものであるので、通常白表紙本と呼ばれてい
る。このような白表紙本を審査の対象とするのは、調査、評定を行なう者が、著作
者あるいは発行者がだれであるかにとらわれることなく、審査を公正にするためで
ある。そして、原稿審査の申請に当たつては、申請者側から編集趣意書が提出され
ることになつているが、これにより、学習指導要領に示された内容と原稿の内容と
が対比できること、また、著作者がとくに意を用いた点もしくは特色など調査の参
考としてほしい事項があればそれを簡潔に記載すべきことが求められている。
（二）　このようにして申請が受理されると、申請に係る原稿は教科書調査官の調
査に付され、同時に、審議会に対し諮問がなされて調査員に対しても調査が依頼さ
れる。たとえば原稿が高等学校の日本史であれば、社会科担当の全調査官（本件検
定当時一〇名。うち日本史は三名）の調査に付され、各調査官の調査ののち、社会
科関係の調査官による会議が開かれてそこで調査の結果が検討され、各調査官の意
見が述べられる。右調査に際しては、各原稿ごとに主査および副主査の調査官が決
められ、右調査官会議の結果を主査および副主査の調査官がまとめて、調査意見お
よび評定を書面に記載する。また、調査員も原稿一点につき三名が選ばれ（無作為
抽出により、大学教授等の専門学識者一名、学校の教員等二名が選ばれる。）各調
査員は別個に調査し、それぞれ調査意見書および評定書を作成する。
（三）　これら教科書調査官および調査員の調査結果がまとまつた段階で審議会が
開かれることになるのであるが、これに先だち審議会の各委員には約一か月前に原
稿が送付される（のちに述べる改訂原稿については事前の送付はなされない。）。



そして、審議会は各科目について部会ごとに開かれ、まず調査官（調査官は教科書
検定課に属するものとして審議会の幹事となり、審議会開催の準備等にも当た
る。）が、調査官の調査結果および調査員の調査結果をとりまとめて報告し、それ
から各委員が意見を述べる。審議は通常午後一時ないし一時三〇分頃から五時頃ま
で行なわれ、この間に多いときには六、七点の原稿について審議がなされる。審議
の結果当該原稿の合否が決せられるが、その決定は通常は全員一致でなされること
が多い。審議の結論には合格と不合格とがあるが、検定基準に照らし欠陥ありとさ
れるものについても必ずしも不合格の検定がなされるわけではなく、絶対条件に触
れず、かつ、必要条件の各項目に照らして一定の水準に達していると認められる場
合には合格と判定されるが、この場合に、審議会において原稿に訂正、削除または
追加など適当な措置をしなければ教科書として不適当と認める事項があるときはこ
れにＡ意見を付し、この意見に沿つて必要な措置を加えることを条件として合格と
判定される。これが条件付合格といわれるものである。またこの場合に、必要条件
の各項目に照らし欠陥とは認められるが、それを修正しなくとも合格と認められる
程度のもの、または必要条件に照らし欠陥とは認められないが、修正した方が教科
書としてより適当であるものについては、参考意見としてＢ意見が付される。そし
て、これら審議の結果に基づき、合格、不合格の判定およびＡ意見、Ｂ意見が文部
大臣に答申される。
（四）　文部大臣は、右の答申に基づいて検定の決定をする。答申は、法的には拘
束力があるものとは解されないが、実際には、答申どおりの決定がなされている。
（五）　文部大臣の決定の結果は、不合格の場合には、その旨および簡単な不合格
理由を記載した書面が申請者に交付され、同時に不合格の理由となつた事項が教科
書調査官から口頭で説明されるのであるが、欠陥があるとされた個々の事項のすべ
てについてまでは説明がなされない。条件付合格の場合には、条件付合格である旨
を記載した書面が交付されるとともに、教科書調査官からＡ意見またはＢ意見が申
請者に伝達される。通常、Ａ意見とＢ意見とは区別して伝達されるのであるが、と
きに明確な区別なく伝達されることもあり、また、申請者側でＢ意見に応じられな
い旨を述べてもなお重ねて修正すべき旨を伝達されることがある。
　なお、不合格理由の告知または条件付合格の場合における修正意見の伝達に際
し、調査官の説明等を録取するため、速記あるいは録音機を用いることが許されて
いる。
（六）　これら不合格処分または条件付合格処分に対する救済措置としては、不合
格の場合には、処分の通知に際し文部省側から行政不服審査法に基づく異議の申立
てができる旨告知されることがあるが、条件付合格の場合には、不服申立ての方法
はなく、校正刷審査の段階で修正意見に応じられない旨を述べることが事実上認め
られているにとどまる。ただし、その結果文部省側で再検討のうえＡ意見が撤回さ
れることはある。
（七）　以上の原稿審査に要する期間は必ずしも一定しないが、通常、四か月ない
し六か月であるが、ときに八か月に及ぶ場合もある。また、申請後の審理に要する
期間、日程等について申請者側に知らされることはない。ところで、教科書の採
択・発行の手続については、まず、毎年、教科書を発行しようとする者が発行しよ
うとする書目を文部大臣に届け出、ついでこの届出に基づき文部大臣が教科書目録
を作成して都道府県の教育委員会に送付し、都道府県の教育委員会がこれを基に教
科書展示会を開く仕組になつているが、教科書発行者は右文部大臣に対する届出に
おいては、すでに検定に合格している教科書のほか、現に検定申請中のもので原稿
審査に合格しているものを届け出ることが認められている。
３　校正刷審査
　原稿審査で合格とされた教科書について、つぎに申請者は、半月ないし一か月以
内に、前記のような修正意見の指摘があるときはこれに対する修正等をしたうえ
で、校正刷審査の申請をする。右校正刷においては、Ａ意見について修正した箇
所、Ｂ意見について修正した箇所、Ａ意見について修正を拒んだ場合のその箇所、
著作者自らが修正した箇所にそれぞれ赤、黄、紫、緑の各付箋がつけられ（申請者
においてＡ意見による修正を拒んだ紫付箋の箇所には理由を付することが認められ
る。）、それぞれの箇所ごとに審査が行なわれる。審査は通常教科書調査官のみで
行なわれるが、ときには審議会の審議に付されることもある。その結果、前記のと
おり、Ａ意見が撤回されることもある。Ａ意見による修正に応じない場合におい
て、文部省側がこれを承認することができないときは不合格とされる。なお、この
審査に要する期間は通常約半月で、審査終了後審査の結果が申請者に伝達される



が、その際、Ｂ意見について申請者が修正に応じない場合に再びＢ意見が付され、
その説明がなされることがある（Ｂ意見の性質が前記のように参考意見だとすれ
ば、申請者においてその修正に応じない場合に校正刷審査の段階で再び修正意見を
付するのは妥当とはいえないであろう。）。
４　見本本審査と合格の公告
　校正刷審査に合格した教科書は、さらに表紙、奥付等をつけて実際の教科書と同
一の造本を施したものについて、見本本審査が行なわれる。見本本審査は、検定基
準に基づき、内容面と製本、用紙、表紙その他の造本面とにわたつて行なわれ、そ
の結果が申請者に通知される。
　見本本審査に合格した教科書は、官報に検定済教科書として公告され、さらに前
記のように教科書目録に登載され、採択されて現実に使用されるわけである。
５　改訂検定手続の運営
　改訂検定の申請は、既述のように改訂のページ数が全体の四分の一をこえない場
合に行なわれるものであるから、原稿審査の場合にも、白表紙の原稿を提出するの
でなく、既存の検定済教科書をそのまま用いて、改訂を加えようとする部分に、改
訂文、改訂を加えようとするさし絵等を記載した別紙を新旧の区別が明らかに対照
できるように改訂箇所に貼付して申請するものとされており、また申請の際に改訂
理由書を提出する仕組みになつている。
　改訂検定においては、調査員による調査は必要なしとして省略されている。ま
た、検定結果の通知は一通の通知書でなされるが、審査は個々の改訂箇所ごとに行
なわれ、合否の決定も個々の改訂箇所ごとになされる。
第三　本案前の判断
　被告は、本件改訂検定の申請者は訴外株式会社三省堂であつて、原告ではないか
ら、原告は本件各検定不合格処分の取消しを訴求する法律上の利益を有せず、それ
ゆえ本訴について原告適格を有しないと主張するので、この点について判断する。
　前顕甲第二号証によれば、本件改訂検定の申請者は訴外株式会社三省堂であるこ
とが認められ、これに反する証拠はない。しかしながら、前示のとおり、教科用図
書検定規則三条は「図書の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部大臣に申請
することができる」と定めており、その趣旨は、一般に教科書の出版を含めて図書
の出版に関する権利は著書および発行者のいずれにも属するものであることにかん
がみ、著作者と発行者と同一に扱い、教科用図書の検定は著作者または発行者のい
ずれからもその申請をすることができるというにあると解され、したがつて、右の
趣旨からみて検定の効果は著作者、発行者のいずれにも及ぶというべきであるか
ら、たまたま教科用図書の検定申請が発行者からなされた場合であつても、これに
対して検定不合格処分がなされたときは、申請者たる発行者のみならず、当該教科
用図書の著作者もまた右の検定不合格処分についてその取消しを訴求する法律上の
利益を有すると解するを相当とするところ、原告が本件改訂検定に係る教科用図書
の著作者であることは前記認定のとおりであるから、原告は本件各検定不合格処分
についてその取消しを訴求する原告適格を有するものというべきである。この点に
関する被告の上記主張は失当である。
第四　本案の判断
一　教科書検定制度の違憲、違法性の有無
１　教育を受ける権利および教育の自由を侵害するとの主張について
（一）　教育を受ける権利
（１）　憲法二六条は、一項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その
能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定め、二項で「すべての
国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義
務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めているが、この規定は、憲法
二五条をうけて、いわゆる生存権的基本権のいわば文化的側面として、国民の一人
一人にひとしく教育を受ける権利を保障し、その反面として、国に対し右の教育を
受ける権利を実現するための立法その他の措置を講ずべき責務を負わせたものであ
つて、国民とくに子どもについて教育を受ける権利を保障したものということがで
きる。
　ところで、憲法がこのように国民ことに子どもに教育を受ける権利を保障するゆ
えんのものは、民主主義国家が一人一人の自覚的な国民の存在を前提とするもので
あり、また、教育が次代をになう新しい世代を育成するという国民全体の関心事で
あることにもよるが、同時に、教育が何よりも子ども自らの要求する権利であるか
らだと考えられる。すなわち、近代および現代においては、個人の尊厳が確立さ



れ、子どもにも当然その人格が尊重され、人権が保障されるべきであるが、子ども
は未来における可能性を持つ存在であることを本質とするから、将来においてその
人間性を十分に開花させるべく自ら学習し、事物を知り、これによつて自らを成長
させることが子どもの生来的権利であり、このような子どもの学習する権利を保障
するために教育を授けることは国民的課題であるからにほかならないと考えられ
る。
　そして、ここにいう教育の本質は、このような子どもの学習する権利を充足し、
その人間性を開発して人格の完成をめざすとともに、このことを通じて、国民が今
日まで築きあげられた文化を次の世代に継承し、民主的、平和的な国家の発展ひい
ては世界の平和をになう国民を育成する精神的、文化的ないとなみであるというべ
きである。
　このような教育の本質にかんがみると、前記の子どもの教育を受ける権利に対応
して子どもを教育する責務をになうものは親を中心として国民全体であると考えら
れる。すなわち、国民は自らの子どもはもとより、次の世代に属するすべての者に
対し、その人間性を開発し、文化を伝え、健全な国家および世界の担い手を育成す
る責務を負うものと考えられるのであつて、家庭教育、私立学校の設置などはこの
ような親をはじめとする国民の自然的責務に由来するものというべきものである。
このような国民の教育の責務は、いわゆる国家教育権に対する概念として国民の教
育の自由とよばれるが、その実体は右のような責務であると考えられる。かくし
て、国民は家庭において子どもを教育し、また社会において種々の形で教育を行な
うのであるが、しかし現代において、すべての親が自ら理想的に子どもを教育する
ことは不可能であることはいうまでもなく、右の子どもの教育を受ける権利に対応
する責務を十分に果たし得ないこととなるので、公教育としての学校教育が必然的
に要請されるに至り、前記のごとく、国に対し、子どもの教育を受ける権利を実現
するための立法その他の措置を講ずべき責任を負わせ、とくに子どもについて学校
教育を保障することになつたものと解せられる。
　してみれば、国家は、右のような国民の教育責務の遂行を助成するためにもつぱ
ら責任を負うものであつて、その責任を果たすために国家に与えられる権能は、教
育内容に対する介入を必然的に要請するものではなく、教育を育成するための諸条
件を整備することであると考えられ、国家が教育内容に介入することは基本的には
許されないというべきである。
　この点に関し、義務教育に関する憲法二六条二項の反面から、国家もまた教育す
る権利を有する旨の見解があるが、しかし、同条項に「すべて国民は、法律の定め
るところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」というの
は、上記のような親の子どもに対する教育の責務の遂行を保障したものと解するの
が相当であつて、この規定の反面から国にいわゆる教育権があるとするのは相当で
ないというべきである。
（２）　被告は、現代において、公教育は国政の一環として行なわれるものである
から、公教育についても民主主義の原理が妥当し、議会制民主主義をとるわが国に
おいては国民の総意は法律に反映される建前になつており、憲法二六条一項も「法
律の定めるところにより」と規定しているから、法律の定めるところにより国が教
育内容に関与することは認められている、と主張する。しかしながら、憲法二六条
は、前示のとおり教育を受ける権利を実質的に保障するために国が立法その他の積
極的な施策を講ずべき旨を定め、また、戦前におけるごとく勅令主義あるいは法律
に基づかない恣意的な教育行政を否定し、国の行う教育行政が法律によるべき旨を
定めたものではあるが、法律によりさえすればどのような教育内容への介入をして
もよい、とするものではなく、また、教育の外的な事項については、一般の政治と
同様に代議制を通じて実現されてしかるべきものであるが、教育の内的事項につい
ては、すでに述べたようなその特質からすると、一般の政治とは別個の側面をもつ
というべきであるから、一般の政治のように政党政治を背景とした多数決によつて
決せられることに本来的にしたしまず、教師が児童、生徒との人間的なふれあいを
通じて、自らの研鑚と努力とによつて国民全体の合理的な教育意思を実現すべきも
のであり、また、このような教師自らの教育活動を通じて直接に国民全体に責任を
負い、その信託にこたえるべきものと解せられる（教育基本法一〇条）。
　被告は、また、現代のように、政治、経済、社会、文化等の各方面にわたり高度
に発達をみている社会においては、国は福祉国家として、社会の有為な構成員や後
継者の育成を図るとともに、社会において各人が十分にその人格を向上させ、能力
を伸長させることができるよう配慮する責任があり、また、すべての国民の福祉の



ために、国民に対し健康で文化的な生活を確保することを責務としており、教育は
この意味において欠くことのできない重要な役割をになうものである、すなわち、
国は公教育制度を設け、教育の機会均等を確保し、適切な教育を施し、教育水準の
維持向上に努めることが要請されているのであつて、この要請に基づき、憲法、教
育基本法、学校教育法等が定められ、教育内容についても、国の関与を定める法制
がとられている旨主張するので、案ずるに、現代国家が福祉国家としてすべての国
民に対し健康で文化的な生活を保障すべき責務を負い、教育がこのために欠くこと
のできない重要な役割をになうものであることはいうまでもない。しかしながら、
現代国家の理念とするところは、人間の価値は本来多様であり、また多様であるべ
きであつて、国家は人間の内面的価値に中立であり、個人の内面に干渉し価値判断
を下すことをしない、すなわち国家の権能には限りがあり人間のすべてを統制する
ことはできない、とするにあるのであつて、福祉国家もその本質は右の国家理念を
ふまえたうえで、それを実質的に十全ならしめるための措置を講ずべきことである
から、国家は教育のような人間の内面的価値にかかわる精神活動については、でき
るだけその自由を尊重してこれに介入するのを避け、児童、生徒の心身の発達段階
に応じ、必要かつ適切な教育を施し、教育の機会均等の確保と、教育水準の維持向
上のための諸条件の整備確立に努むべきことこそ福祉国家としての責務であると考
えられる。
（３）　以上のことは、近代および現代における教育に関する思想および教育に関
する近代市民国家の憲法その他の教育法制に照らしても、肯定されるところである
と思われる。すなわち、近代市民社会の思想は人権の思想であり、個人の尊厳の確
立をめざすものであり、したがつて当然子どもたちにも人格と人権とが認められた
が、さらにまた、ルソーに見られるように、子どもに大人とは違つた独自の権利が
認識され、子どもは発達の可能態であつて、子どもが将来にわたつて、その可能性
を開花させ、人間的に成長する権利を有することが確認された。そして、この成
長・発達する権利を現実に充足するためには、子どもが学習する権利を行使しうる
ような機会を与えられるべきことが重要な意味を持ち、子どもに教育を受ける権利
があまねく保障されなければならないと主張され、そして、それは同時にまた新し
い世代の権利であるとも考えられた。また、同時に、近代人権思想は子どもを教育
する権利を親の責務としての親権に属するものとして捉え、これに対する権力の干
渉を強く排除すべきことをも包含していたのであり、絶対主義的ないし家父長的な
教育を否定するものであつた。そして、これらの子どもの学習権＝教育を受ける権
利と親の責務とが一体となつて近代教育思想の中核となり、一七九三年フランス憲
法二二条で「教育は、すべての者の需要である。社会は、その全力をあげて一般の
理性の進歩を助長し、教育をすべての者の手の届くところに置かなければならな
い。」と定められ、さらに一八四八年フランス憲法は前文で、「共和国は、すべて
の者に不可欠な教育を各人の手の届くところに置かなければならない。」旨を宣言
し、同時にその九条で「教育は、自由である。教育の自由は、法律の規定する能力
および道徳性の条件にしたがい、かつ国の監視のもとにおいて実行される。この監
視は、なんらの例外なしにすべての教育および教化の施設におよぶものとする。」
と定めて、国の監視のもとにおいてではあるが、教育の自由が規定されるに至つ
た。かくして、一九世紀の末になつて、西欧各国に公教育制度が確立してくるので
あるが、そこでは、たしかに一面では従来の教育の自由をある面では制限しつつ国
家全体の公教育を確立しようとする動きもあつたが、近代における教育の自由の原
理はその中でも基本的には継承されたといいうるし、さらに二〇世紀に入つて、生
存権的基本権が各国の憲法において規定されるに至ると、子どもの権利としての教
育を受ける権利が確立したといえよう。こうして現在においては、たとえば、ボン
憲法は、六条で「子供の育成および教育は、両親の自然の権利であり、かつ、何よ
りもまず両親に課せられている義務である。その実行に対しては、国家共同社会が
これを監督する。」と規定し、七条で「全学校制度は、国の監督をうける。」とし
たあと、「教育権者は、子を宗教教育に参加させることについて、決定する権利を
有する。私立学校設立の権利は保障される。公立学校の代用としての私立学校は、
国の認可を必要とし、かつ、ラントの法律に従う。」旨定め、イタリア憲法（一九
四八年）三〇条は、「子を、たとえ婚姻外で生れたものでも、育て、教え、学ばせ
ることは、親の義務であり、権利である。」と定め、さらに、世界人権宣言の二六
条では、「何人も、教育を受ける権利を有する。教育は、少くとも初等のかつ基礎
の課程では、無料でなくてはならない。初等教育は義務とする。専門教育と職業教
育は、一般に利用し得るものでなくてはならない。また高等教育へのみちは、能力



に応じて、すべての者に平等に開放されていなくてはならない。両親は、その子供
に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する。」旨規定するに至つてい
る。また、アメリカ合衆国では、連邦最高裁判所は、父兄、保護者に対し学齢期の
児童をすべて公立学校に就学させるべき義務を課した州法（Ｔｈｅ　Ｏｒｅｇｏｎ
　Ｃｏｍｐｕｌｓｏｒｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ａｃｔ）を違憲として、「両親
が、自らの監督のもとに児童の養育および教育を指揮する自由を州法が合理的な理
由なく妨げるものであることは明らかである。（中略）この連邦内のすべての政府
がその上に基礎をおくところの自由に関する根本理論は、児童をしてただ公立学校
教師の授業のみを受けしめるように強いることによつて児童を規格化するところの
州のいかなる一般的権力をも排除する。児童は単なる州の付属物ではない。児童を
養育し、児童の運命を左右する人は、児童を引受け、児童をして人生において課せ
らるべき責任を果せるよう用意させる権利をもち、かつ崇高な義務を負う」（Ｐｉ
ｅｒｃｅ　ｖ．Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｓｉｓｔｅｒｓ．２６８　Ｕ　Ｓ．５１
０，１９２５）旨判示した。
　こうして、一八世紀末に成立した、子どもの教育を受ける権利と教育の自由を中
核とする近代教育思想は現代における実定憲法および公教育法制の中に基本的に生
かされて子どもの教育を受ける権利が生存権的基本権の一つとして認められ、国民
は子どもないし次の世代を教育する責務を負い、国家はそのために具体的な施策を
行なう任務を担うことになつたということができよう。
（二）　教育の自由
（１）　公教育としての学校において直接に教育を担当する者は教師であるから、
子どもを教育する親ないし国民の責務は、主として教師を通じて遂行されることに
なる。この関係は、教師はそれぞれの親の信託を受けて児童、生徒の教育に当たる
ものと考えられる。したがつて、教師は、一方で児童、生徒に対し、児童、生徒の
学習する権利を十分に育成する職責をになうとともに、他方で親ないし国民全体の
教育意思を受けて教育に当たるべき責務を負うものである。しかも、教育はすでに
述べたとおり人間が人間に働きかけ、児童、生徒の可能性をひきだすための高度の
精神的活動であつて、教育に当たつて教師は学問、研究の成果を児童、生徒に理解
させ、それにより児童、生徒に事物を知りかつ考える力と創造力を得させるべきも
のであるから、教師にとつて学問の自由が保障されることが不可欠であり、児童、
生徒の心身の発達とこれに対する教育効果とを科学的にみきわめ、何よりも児童、
生徒に対する深い愛情と豊富な経験をもつことが要請される。してみれば、教師に
対し教育ないし教授の自由が尊重されなければならないというべきである。そし
て、この自由は、主として教師という職業に付随した自由であつて、その専門性、
科学性から要請されるものであるから、自然的な自由とはその性質を異にするけれ
ども、上記のとおり国民の教育の責務に由来し、その信託を受けてその責務を果た
すうえのものであるので、教師の教育の自由もまた、親の教育の責務、国民の教育
の責務と不可分一体をなすものと考えるべきである。
（２）　叙上のように、教師に教育の自由を保障することは、近代および現代にお
ける教育思想および教育法制の発展に基本的に合致し、また、わが国における戦後
教育改革の基本的方向と軌を一にするばかりでなく、ことに最近における教育に関
する国際世論の動向にも沿うゆえんであると考えられるので、以下、そのもつとも
権威あるものとして、教員の地位に関するユネスコ勧告（一九六六年）に触れるこ
ととする。
　成立に争いのない甲第一二五号証、同第一五八号証の一、二、乙第六〇号証およ
び証人Ｐ２１の証言を総合すると、つぎの事実を認めることができ、他にこれを左
右するに足る証拠はない。
　一九四七年、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の第二回総会において、教
員憲章を作成すべき旨の意見が出されたが、これが一つの契機となり、また近時世
界の諸国において教員の不足が一つの大きな問題となつてこれに対する対策が検討
された結果、多くのすぐれた教師の採用なくしては現在および将来にわたり教育を
通じて文化を創造発展させてゆくことが困難となるとの考慮から、まず、ＩＬＯ
（国際労働機関）においてこの問題がとりあげられ、一九五八年および一九六三年
にそれぞれ第一回および第二回の初等中等学校教師の社会的経済的条件に関する専
門家会議が開かれ、これによつて初等中等学校（日本における高等学校程度のもの
まで）における教員の過不足の現状および原因の調査がなされ、これに基づき有能
な資質、資格を有する教員を得るために教員の地位あるいは労働条件に関する勧告
草案が作成された。一方、この間ユネスコにおいても一九六一年に専門家会議が開



かれ、有能な資質の教員が得られない原因は何であるか、また教育文化を向上発展
させるために必要なすぐれた教員を養成するにはいかにすべきか、などの問題につ
いて調査検討が行なわれ、その結果に基づいて一九六四年にユネスコの勧告原案が
作成された。その後ＩＬＯとユネスコとで共同してこの問題についての勧告を作成
すべきことが両機関の間で協議され、一九六五年四月にはＩＬＯとユネスコとの共
同による教員の地位に関する勧告草案が作成され、これが各国政府および関係国際
機関に配布されて修正その他の意見が徴され、ついで一九六六年一月にＩＬＯとユ
ネスコとの合同の専門家会議が開かれ、ここで教員の地位に関する勧告の最終的な
案文が作成された。そして、ついに同年一〇月にパリでユネスコによる教員の地位
に関する特別政府間会議が開催され、「教員の地位に関する勧告」が採択されるに
至つた。右一九六六年一月のＩＬＯ、ユネスコ合同の専門家会議には、日本から専
門家としてＰ４６大学教授Ｐ３２が、また、同年一〇月の特別政府間会議には日本
政府の首席代表として文部省初等中等教育局審議官Ｐ２１がそれぞれ参加した。か
くして同勧告は最終的にはユネスコ単独の勧告となつたが、それは教育の問題はユ
ネスコが担当すべきであるとの認識からであつて、ＩＬＯも全く関与しなくなつた
わけではなく、勧告の実施に関しては両機関の共同による委員会が設けられること
になつた。
　右教員の地位に関する勧告（以下単に「勧告」という。）は前文および一四六の
項目からなり、定義、（適用の）範囲、指導的諸原則、教育目標と教育政策、教職
への準備、教師の現職教育、雇用と経歴、教師の権利と責任、効果的な授業と学習
のための条件、教師の給与、社会保障、教師の不足、最終的規定の一三小節に分か
れている。
　まず、勧告は、前文で、「教員の地位に関する特別政府間会議は、教育をうける
権利が基本的人権の一つであることを想起し、世界人権宣言の第二十六条、児童の
権利宣言の第五原則、第七原則および第十原則を達成するうえで、すべての者に適
正な教育を与えることが国家の責任であることを自覚し、不断の道徳的・文化的進
歩および経済的社会的発展に本質的な寄与をなすものとして、役立てうるすべての
能力と知性を十分に活用するために、普通教育、技術教育および職業教育をより広
範に普及させる必要を認め、教育の進歩における教員の基本的な役割、ならびに人
間の開発および現代社会の発展への彼らの貢献の重要性を認識し、教員がこの役割
にふさわしい地位を享受することを保障することに関心を持ち、異なつた国々にお
ける教育のパターンおよび編成を決定する法令および慣習が非常に多岐にわたつて
いることを考慮し、かつ、それぞれの国で教育職員に適用されるアレンジメント
（とりきめ）が、とくに公務員規定が教員にも適用されるかどうかによつて、非常
に異なつた種類のものが多く存在することを考慮に入れ、これらの相違にもかかわ
らず教員の地位に関してすべての国々で同じような問題が起つており、かつ、これ
らの問題が、今回の勧告の作成の目的であるところの、一連の共通基準および措置
の適用を必要としていることを確信し、教員に適用される現行国際諸条約、とくに
ＩＬＯ総会で採択された結社の自由及び団結権保護条約（一九四八年）、団結権及
び団体交渉権条約（一九四九年）、同一報酬条約（一九五一年）、差別待遇（雇用
及び職業）条約（一九五八年）、およびユネスコ総会で採択された教育の差別反対
条約（一九六〇年）等の基本的人権に関する諸条項に注目し、また、ユネスコおよ
び国際教育局が合同で召集した国際公教育会議で採択された初中等学校教員の養成
と地位の諸側面に関する諸勧告、およびユネスコ総会で一九六二年に採択された技
術・職業教育に関する勧告にも注目し、教員に特に関連する諸問題に関した諸規定
によつて現行諸基準を補足し、また、教員不足の問題を解決したいとねがい、以下
の勧告を採択した。」（甲第一五八号証の二の訳によつた）旨を述べ、勧告の由来
と基本的な立場を宣明している。
　つぎに、勧告は、「八　教師の権利と責任」の冒頭に「職業上の自由」として六
一ないし六九の九項目を設け、その六一項において、原文（英文、なお英文および
仏文が正文とされる。）で、つぎのように定めている。
“Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　ｆｒｅｅｄｏｍ
６１　Ｔｈｅ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎ　ｓｈｏｕｌｄ　ｅｎｊ
ｏｙ　ａｃａｄｅｍｉｃ　ｆｒｅｅｄｏｍ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　
ｏｆ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　ｄｕｔｉｅｓ．Ｓｉｎｃｅ　ｔｅａｃｈｅｒｓ
　ａｒｅ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｌｒｙ　ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　ｔｏ　ｊｕｄｇｅ　
ｔｈｅ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ａｉｄｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｍｏｓｔ　ｓｕ
ｉｔａｂｌｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅｉｒ　ｐｕｐｉｌｓ，ｔｈｅｙ　ｓｈｏｕｌｄ　ｂ



ｅ　ｇｉｖｅｎ　ｔｈｅ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｈｏ
ｉｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ａｄａｐｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｍａｔｅ
ｒｉａｌ，ｔｈｅ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ　ａｎｄ　ｔ
ｈｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄｓ，ｗｉ
ｔｈｉｎ　ｔｈｅ　ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ｏｆ　ａｐｐｒｏｖｅｄ　ｐｒｏｇｒａ
ｍｓ，ａｎｄ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｄｕ
ｃａｔｉｏｎａｌ　ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ．”
　右の原文の文部省の訳はつぎのとおりである。
　「教員（教職者）は、職責の遂行にあたつて学問の自由を享受するものとする。
教員は、生徒に適した教具および教授法を判断する資格を特に有しているので、
（教員には）、教材の選択及び使用（採用）、教科書の選択並びに教育方法の適用
にあたつて、承認された計画のわく内で、かつ、教育当局の援助を得て、主要な役
割が与えられるものとする。」
　右の原文の日本教職員組合の訳はつぎのとおりである。
　「教職者は職業上の任務の遂行にあたつて学問上の自由を享受すべきである。教
員は生徒に最も適した教材および方法を判断するため格別に資格を与えられたもの
であるから、承認された課程の大綱の範囲で教育当局の援助のもとで教材の選択と
採用、教科書の選択、教育方法の採用などについて主要な役割が与えられるべきで
ある。」
（３）　では、以上述べたような教師の教育ないし教授の自由は、教育思想として
の自由または教育政策上認められる自由にとどまるものであるのか、あるいはわが
実定法上保障されている自由であるのか。結論的にいえば、教師の教育ないし教授
の自由は学問の自由を定めた憲法二三条によつて保障されていると解せられる。
　けだし、教育は、すでに述べたように、発達可能態としての児童、生徒に対し、
主としてその学習する権利（教育を受ける権利）を充足することによつて、子ども
の全面的な発達を促す精神的活動であり、それを通じて健全な次の世代を育成し、
また、文化を次代に継承するいとなみであるが、児童、生徒の学び、知ろうとする
権利を正しく充足するためには、必然的に何よりも真理教育が要請される（教育基
本法前文、一条参照）。誤つた知識や真理に基づかない文化を児童、生徒に与える
ことは、児童、生徒の学習する権利にこたえるゆえんではなく、また、民主的、平
和的な国家は、真理を愛し、正義を希究する個々の国民によつて建設せられるもの
であり、現代に至る文化も真理を追求するすぐれた先人たちによつて築かれたもの
であつて、これを正しく次代に継承し、さらに豊かに発展させるためには、真理教
育は不可欠であるというべきである。教育基本法二条が「教育の目的は、あらゆる
機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するた
めには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と
協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」として
いるのも、右のことを明らかにしたものと解せられる。また、下級教育機関におい
て教育を受ける児童、生徒は、いずれも年少であつて、大学における学生のように
高度の理解能力を有せず、また教えられたところを批判的に摂取する力もないか
ら、これらの児童、生徒に対して、学問研究の結果をそのままに与えることは妥当
でなく、したがつて、教育は児童、生徒の心身の発達段階に応じ、児童が真に教え
られたところを理解し、自らの人間性を開発していくことができるような形でなさ
れなければならず、また、子どもが事物を批判的に考察し、全体として正しい知識
を得、真実に近づくような方法がなされなければならないわけであるが、いわゆる
教育的配慮は右の点を内容とするものでなければならない。そして、このような教
育的配慮が正しくなされるためには、児童、生徒の心身の発達、心理、社会環境と
の関連等について科学的な知識が不可欠であり、教育学はまさにこのような科学で
ある。すなわち、こうした教育的配慮をなすこと自体が一の学問的実践であり、学
問と教育とは本質的に不可分一体というべきである。してみれば、憲法二三条は、
教師に対し、学問研究の自由はもちろんのこと学問研究の結果自らの正当とする学
問的見解を教授する自由をも保障していると解するのが相当である。もつとも、実
際問題として、現在の教師には学問研究の諸条件が整備されているとはいいがた
く、したがつて教育ないし教授の自由は主として大学における教授（教師）につい
て認められるというべきであろうが、下級教育機関における教師についても、基本
的には、教育の自由の保障は否定されていないというべきである（前記「教員の地
位に関するユネスコ勧告」六一項参照）。
　この点について、下級教育機関における教育はその本質上教材、教課内客、教授



方法などの画一化が要求されることがあるから、下級教育機関においては、教授な
いし教育の自由は保障されないとする見解がある。たしかに、日本国民が、ひとし
く教育を受ける権利を充足するためには、すべての国民がある程度の水準の教育を
ひとしく与えられるべきものではあるが、しかし、戦後の日本の教育理念は、のち
に検討するように、戦前教育の国家権力によつて中央集権的に統制された画一性に
基因する幣害を除去すべきものとする視点から出発しており、また、すでに述べた
ように、教育は本質的に自由で創造的な精神活動であつて、これに対する国家権力
の介入が極力避けらるべきものであり、右の下級教育機関における公教育の画一化
の要請にもおのずから限度があるというべきであるし、また下級教育機関における
公教育内客の組織化は法的拘束力のある画一的、権力的な方法としては国家として
の公教育を維持していく上で必要最少限度の大綱的事項に限られ、それ以外の面に
ついては、教師の教育の自由を尊重しつつ、これに対する指導助言、参考文献の発
行等の法的拘束力を有しない方法によることが十分可能であり、かつ、これらが実
質的に高い識見とすぐれた学問的成果に基づけばこのような方法によつても十分の
指導性を発揮することができるのであるから、こうした方法によるべきである。し
たがつて、下級教育機関における教育はその本質上教材、教課内客、教授方法など
の画一化が要求されるとの理由で、下級教育機関における教授ないし教育の自由を
否定するのは妥当でないというべきである。
　以上のとおり、公教育制度としての学校の教師に対し憲法上教育ないし教授の自
由が保障されているというべきであるが、しかし、教育ないし教授の自由といつて
も、児童、生徒にどのような教育を与えてもよいというのではなく、学校における
教育はその本質上政治的にも宗教的にも一党一派に偏することなく、いわゆる教育
の中立性が守られなければならないことはいうまでもない（教育基本法八条二項、
同九条二項、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
三条等）。このことは、先に述べたとおり、教師の教育の自由が子どもの教育を受
ける権利に対応する国民（親を含む）の責務に由来するものであることにかんが
み、けだし当然であるというべきであるが、しかしまた、かかる教育の中立性は教
師自らの責任において自律的に確保されなければならないものであることも多言を
要しないところである。
（４）　かくして、教師の教育ないし教授の自由を以上のように解する限り、教師
に児童、生徒にもつとも適した教材および方法を判断する適格が認められるべきで
あり、教科書の採択についても主要な役割を与えられるべきであるから（前記「教
員の地位に関するユネスコ勧告」六一項参照）、国が教師に対し一方的に教科書の
使用を義務づけたり（昭和二六・一二・一〇委初三三二号初中局長回答参照）、教
科書の採択に当たつて教師の関与を制限したり、あるいは学習指導要領にしてもそ
の細目にわたつてこれを法的拘束力あるものとして現場の教師に強制したりするこ
とは、叙上の教育の自由に照らし妥当ではないといわなければならない。
（三）　教科書検定制度と教育を受ける権利および教育の自由
　さて、原告は、憲法二六条は児童、生徒がすぐれた学問研究の成果を自由に学
び、これによって個性を尊重され、人間としての全面的な発達を自由に追求しうる
ような教育を受ける権利を保障したものであつて、教科書検定制度は国が教科書の
内客に介入し、これを規制することによつて、右のような児童、生徒の教育を受け
る権利を侵害するものであり、また、憲法はかかる教育を受ける権利を保障するそ
の前提として、現場教師、教科書執筆者等に教育の自由を保障しているものという
べきであつて、教科書検定制度は国が教科書の内客に権力的に介入し、これら教育
の関係者にこれを強制することによつて右の教育の自由を侵害するものである旨を
主張するのであるが、しかし、原告が本件各検定不合格処分の取消訴訟について有
する利益は、前示のとおり、教科書を執筆し、出版するにあつて、児童、生徒の教
育を受ける権利または教師の教育の自由とは直接の関係がないものであることは上
来述べてきたところにより明らかであるから、本訴において、教科書検定制度が右
の教育を受ける権利または教育の自由を侵害し、違憲、違法であることを理由とし
て、本件各検定不合格処分の取消しを求めることは許されないというべきである
（行政事件訴訟法一〇条一項）。したがつて原告の右主張は採用の由なきものとい
わざるを得ない。
２　憲法二一条および同二三条違反の主張について
（一）　学問の自由と表現の自由
　憲法二三条は「学問の自由は、これを保障する」と定めているが、憲法が思想お
よび良心の自由、表現の自由の保障に加えて本条を設けたのは、学問の研究は常に



新しいものを生み出そうとするいとなみであつて、歴史の発展に寄与するところが
大きかつた反面、それだけにときの為政者による迫害を強く受けてきたことにかん
がみ、とくにこれを制度的に保障したものであると考えられる。ところで、本条で
保障される学問の自由の内容をみるに、①研究者が、自らの学問的研究に基づい
て、自らが正当とするどのような学問的見解（学説）を抱いても自由であること、
②研究者が、自らの学問的見解（学説）をさまざまな形で発表する自由を有するこ
と、および③研究者が、その学問的見解（学説）を教授ないし教育する自由を有す
る（この点はすでに第四の１（二）で述べたところである。）ことであるが、右②
の学問的見解の発表の自由は、上記のような本条の沿革ならびに憲法が二三条とは
別個に表現の自由について条項を設けてこれを保障していることにかんがみ、憲法
二一条によつて保障されていると解するを相当とする。
　ところで、被告は憲法二一条にいう出版の自由には小学校、中学校、高等学校等
の教科書に学問研究の結果を発表する自由は含まれない旨主張するが、しかし、学
問の研究者が自らの研究成果に基づき、高等学校以下の学校において教材として使
用される教科書を執筆し、出版することもまた、上記②の学問的見解（学説）を発
表する一の形態であつて憲法二一条にいう出版の自由に属すると解するのが相当で
ある。けだし、学問の研究者は、研究の成果を社会に発表することはいうまでもな
いが、それとともにさらに、子どもの教育を受ける権利に対応して国民に課せられ
た前記（第四１（一））のような責務を果たすため、国民の一人として、学問研究
の成果を教科書の執筆、出版という形で次代を担う子どもたちに伝えるという出版
の自由を有するものというべきであるからである。すなわち、すでに述べたよう
に、小、中、高等学校における教育の目的の中には真理を希求する人間の育成を期
することが当然に含まれ（教育基本法一条参照）、したがつて教育は真理教育をそ
の本質的要素とするものであるから、そのために教育においては学問の自由が尊重
されなければならず（同法二条参照）、また教科書は教育の場において主たる教材
として使用されるものであるから、教科書の内客は学問的成果に基づいた真理を包
含するものであることが要請される。それゆえ、一般の国民より以上にすぐれた教
科書の執筆が期待される学問の研究者に教科書執筆、出版の自由が保障されなけれ
ばならないことは、けだし当然であるというべきである。
　もつとも、教科書は単なる自己の主張する学説の発表の場であつてはならないの
であつて、教科書の執筆出版に当たつては、教科書が児童、生徒の教育に重大なか
かわりをもつものであることにかんがみ、とくに児童、生徒の心身の発達段階に応
じ適切な教育的配慮が払われるべきことは当然であるが、しかし、このような教育
的配慮は教科書の執筆、出版をする者が自主的に行なうべきものと解するのが相当
である。
（二）　教科書検定制度と憲法二一条二項（検閲禁止）
（１）　さて、原告は、教科書検定は右条項によつて禁止されている「検閲」に該
当すると主張するので、まず、この点を検討する。
（イ）　憲法二一条二項は「検閲は、これをしてはならない。」と定め、「検閲」
を禁止しているが、ここに「検閲」とは、これを表現の自由についていえば公権力
によつて外に発表されるべき思想の内容を予じめ審査し、不適当と認めるときは、
その発表を禁止するいわゆる事前審査を意味し、また、「検閲」は、思想内客の審
査に関する限り、一切禁止されていると解すべきである。すなわち、憲法二一条一
項で保障される表現の自由も全く自由であるわけでなく、公共の福祉による必要最
少限度の制約を受けるものであることはいうまでもないが、このことを前提としつ
つ、なおかつその歴史的経験にかんがみ、思想内容の審査に関する限り、たとえ公
共の福祉の名においても、公権力が事前にこれを規制することは一切許さない趣旨
と解しなければならない。
（ロ）　ところで、すでに述べたように、学校教育法二一条は「小学校において
は、文部大臣の検定を経た教科用図書……を使用しなければならない」と定めてお
り、その趣旨は検定を経ない教科書の使用を禁止するにあると解せられるところ、
教科書検定の法的性格について争いがあるので、案ずるに、教科書検定は、申請に
係る図書が教科書として適切であるか否かを客観的基準に照らして審査し、それが
その基準に合致しているかどうかを公の権威をもつて認定する行為であると解せら
れるから、それ自体の法的性格としてはいわゆる確認行為の範ちゆうに属する行為
であるというべきであろうが、しかし、学校教育法二一条は上記のとおり検定を経
ない教科書の使用を禁止する（なお、昭和二三年八月二四日教科書局長通達は検定
不合格図書は教科書以外の教材としても使用を禁止している。）という法的効果を



付与し、さらにこれによつて実際上、検定を経ない教科書を教科書として発行する
ことを禁止する機能を果しているというべきである（教科書として使用が禁止され
るものを教科書として発行することは実際上あり得ない）から、かような機能にか
んがみ、同条にいう教科書検定は実質的には事前の許可たる性格のものと解するを
相当とする。
　この点に関し、教科書検定は、一般の図書が本来は有しない、教科書としての資
格を新たに付与するものであつて、いわばこれにより一種の特権を与えるものであ
るから、いわゆる特許行為に属すると解する見解があり、被告の主張するところも
これと同趣旨と解せられるのであるが、しかし、すでに前段で述べたように教科書
を教科書として著作し、発行することも、基本的には憲法二一条が表現の自由とし
て保障しているところであつて、教科書検定によつて新たに教科書としての資格を
付与されるのではないというべきであるから、教科書検定を特許行為と解する右の
見解ならびに被告の主張は相当でないといわなければならない。
　さらに、被告は、教科書検定に不合格となつても、当該図書が教科用図書に採用
されないという効果を生ずるにとどまり、それ以上に当該図書の出版を禁止しよう
とするものでは決してなく、またそのような効果を生ずるものでもないから、法律
上も事実上も当該図書の出版は禁止されず、発表の自由は確保されているのである
から、教科書検定は検閲に該当しない旨主張するが、憲法二一条は一般図書の出版
の自由のみならず、教科書を著作、出版する自由をも保障していると解すべきこと
はすでに述べたとおりであり、また、教科書検定が教科書を教科書として発行する
についての事前許可たる性格のものであることは右に述べたとおりであるから、被
告の右主張は失当というべきである。
（ハ）　では、教科書検定は検閲に該当するであろうか。
　教科書検定は、叙上のとおり、国の行政機関である文部大臣が教科書の発行に先
だち、申請教科書について審査を加え、その結果検定において不合格とされた図書
を教科書として出版することを禁止するものであつて、その法的性格は事前の許可
と解せられるのであるが、しかし出版に関する事前許可制がすべて検閲に該当する
わけでないことはいうまでもない。してみると、右の審査が思想内容に及ぶもので
ない限り、教科書検定は検閲に該当しないものというべきである。
　なお、ここで思想内容の審査とは、政治思想の審査のみならず、広く精神活動の
成果に対する審査をいい、したがつて、学問研究の成果としての学問的見解（学
説）に対する審査も当然にこれに含まれると解すべきである。これを歴史教科書の
内容についていえば、史観や個々の歴史事象の評価などに対する審査はもとより、
年代などについてもそれが歴史学上の評価にかかるときは、右にいう学問的見解に
含まれると解するのが相当である。
（２）　また、原告は、現行の教科書検定制度は右のように事前許可制を採用して
いるばかりでなく、申請に係る教科用図書が「教育基本法及び学校教育法の趣旨に
合致し、教科用に適することを認める」（教科用図書検定規則一条一項）ことを趣
旨、目的にするものであるから、この制度の目的自体のうちに、教科用図書の記述
内容に対する価値判断を含んでおり、さらに、教科用図書検定基準に定められてい
る検定の基準ははなはだ抽象的、かつ包括的であつて、検定権者の恣意に基づいた
判断を容認するものであり、これにより教科用図書の内容すなわち教科書に盛られ
た執筆者の思想の内容を審査するものである、このことはこの制度の運用の状況か
らもいえるのであつて、たとえば思想審査にわたる検定の事例として、①昭和三一
年検定申請の中学三年用教科書「日本の社会」の事例、②昭和三五年改訂申請のＫ
出版社刊、小学校社会科用教科書の仁徳天皇陵についての記述に関する検定の事
例、③昭和三九年検定申請の中学校用社会科「新しい社会」（東京書籍）の事例、
などを上げることができる、したがつて現行の教科書検定制度は思想内容の審査に
わたるもので検閲に該当する旨主張するので、つぎにこの点について案ずるに、教
科用図書検定規則一条一項ことに教科用図書検定基準の定める検定の基準はたしか
に原告の主張するように教科書の思想内容を審査する恐れのあるものというべきで
あるから、その運用に当たつては、教科書に盛られた思想の内容（学問的成果とし
ての学問的見解を含むことはすでに述べた）の審査にわたらないように厳に戒心す
べきであるが、しかし、のちに述べるように教科書検定制度は本来児童生徒の心身
の発達段階に応じ、必要かつ適切な教育を施し、教育の機会均等と教育水準の維持
向上を図るという国の責任を果すためにその一環として行われるものであるから、
これにより教科書の思想内容を審査することは許されず、さらに教科書の内容への
介入にも一定の限界がある（後記４（二））にしても、なおその意義が認められる



べきである。してみると、現行の教科書検定制度自体が思想内容の審査にわたるも
ので検閲に該当すると断定するのは相当でないといわざるを得ない。
（三）　教科書検定制度と憲法二一条一項
（１）　憲法二一条一項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
はこれを保障する。」と定め、教科書執筆、出版の自由も同条項によつて保障され
ていることはすでに述べたとおりであるが、表現の自由も無制約なものでなく、公
共の福祉の見地からの必要かつ合理的制限に服するものなることはいうまでもな
い。ところで教科書検定は、国が福祉国家として、小学校、中学校、高等学校にお
いて児童、生徒の心身の発達段階に応じ、必要かつ適切な教育を施し、教育の機会
均等と教育水準の維持向上を図るというその責任を果たすために、その一環として
行なうことをその趣旨とするものであるから、その限度において教科書執筆、出版
の自由が制約を受けてもそれは公共の福祉の見地からする必要かつ合理的な制限と
いうべきであつて、表現の自由の侵害にならないと解するを相当とする。
（２）　ところで、原告は、現行教科書検定制度は文部大臣が自ら定めた検定基準
に従い教科書の内容を審査し、教科書としての適否を公権的に決定する仕組みにな
つているところ、右の検定基準は、「立場の公正」とか「教育の目的との一致」と
いうように、きわめて自由で包括的な裁量を検定権者に付与するものであるばかり
でなく、またその基準の実質内容を学習指導要領によつているのであつて、これら
の基準によつて審査が行なわれるときは、のちに述べる検定手続の不公正ともあい
まつて、公共の福祉または教育的配慮の名のもとに教科書の著者の学説、見解を排
除し、著者の学問研究の成果を教科書に反映する可能性を封ずることになるから、
かような教科書検定制度は憲法二一条一項に違反する旨を主張するので案ずるに、
検閲に該当しなければいかなる検定を行なつてもよいというわけでなく一定の限度
があることは上記のとおりであり、この点からすると、現行の検定基準は右の限度
を超え、原告が主張するように著者の学問研究の成果を教科書に反映する可能性を
封ずる恐れのあるものであることは否定しえないから、その運用に当たつては、い
やしくも著者の学問的成果を封ずることのないよう戒心すべきは当然であるが、し
かし、このことをもつて直ちに教科書検定制度が表現の自由を侵害するものという
のは相当でないというべきである。
（四）　以上を要するに、現行教科書検定制度は、違憲とはいえず、したがつて現
行教科書検定制度が憲法二一条および同二三条に違反するとする原告の主張はこれ
を採用することができないが、その運用を誤るときは、憲法の保障する表現の自由
を侵害するとのそしりを免れないものというべきである。
３　憲法三一条違反および法治主義の原則違反の主張について
（一）　教科書検定制度と憲法三一条（適正手続の保障）
（１）　憲法三一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若
しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しているが、同
条は、アメリカ合衆国憲法修正五条にいわゆる適正手続（ｄｕｅ　ｐｒｏｃｅｓｅ
　ｏｆ　ｌａｗ）の原則の影響の下に成立したといわれるもので、主として刑罰権
の発動に関し、人身の自由の基本原理として設けられたものである。そして、同条
は、その文面のみからすると単に「法律の定める手続による」ことを要求している
にとどまるかのようにみえるが、前記のようにアメリカ合衆国憲法の適正手続の原
理に由来するものであることにかんがみ、個人に対して、その生命もしくは自由を
奪いその他刑罰を科するには法律の定める適正な手続によらなければならない旨を
規定したものと解するのが相当である。また同条は、手続についてのみ定めている
かのごとくであるが、実体的要件の点でもいわゆる罪刑法定主義をも定めたものと
解するのが相当である。
　しかるところ、憲法三一条の規定が行政手続にも適用（または準用、以下同じ）
されるのか、また、仮に行政手続に適用されるとしても、どの範囲で適用されるか
については説が分かれ、たとえば、同条は単に刑罰についてのみの規定ではなく、
刑罰以外に、国家権力によつて個人の権利、利益を侵害する場合にも適用されると
解する説があるが、同条が前示アメリカ合衆国憲法の適正手続条項と異なり、「生
命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定し、また、刑
事手続に関する三二条以下の規定の冒頭に置かれていることにかんがみると同条
は、主としては刑事手続に関するものというべきであるから、これが行政手続に適
用されるとしても、個人の生命（実際上はほとんど考えられないであろうが）、身
体の自由を奪い、個人の意思と無関係に刑罰類似の制裁を科する手続たとえば少年
法による保護処分（同法二四条）伝染病予防法による強制処分などについて適用さ



れるにとどまると解すべきである（非訟事件手続法による過料の裁判につき、最高
裁昭和四一年一二月二七日大法廷決定、民集二〇巻一〇号二二七九頁参照）。
（２）　ところで、原告は、教科書検定制度は憲法三一条に違反する旨主張する
が、教科書の検定制度は前記説示のとおり教科書の執筆、出版という表現の自由に
関するものであるから、これについて憲法三一条の適用はないというべく、したが
つて教科書検定制度について同条の適用があることを前提とする原告の右主張は理
由がないといわざるを得ない。
（３）　原告はさらに、憲法一三条、同三一条は国民の権利、自由が手続的にも尊
重さるべきことを要請する趣旨を含むから、国民は行政庁が国民の権利、自由に関
する行政処分をするに当たつては、前示のアメリカ合衆国憲法における適正手続と
同様に、行政庁の恣意、独断等の介入を疑われることのないような適正手続によつ
て行政処分を受ける権利を憲法上保障されているというべきところ、現行の教科書
検定の手続ははなはだしく不公正であつて、右のような適正手続であるとはいえ
ず、したがつて、教科書検定制度は憲法の右趣旨に反するごとくであるので、案ず
るに、憲法の認める権利、自由は実体的のみならず手続的にも保障されることによ
つて完全なものとなるというべきであるから、行政手続においても国民の権利、利
益を保護するために、必要な行政処分の告知、聴聞等の手続をとるべきことが基本
的に要請されるというべきであり、憲法三一条について右のように解する説がある
けれども、しかし、わが憲法は、前示のとおり三一条において主として刑事手続に
ついて法律による適正手続を保障するにとどめ、一般の行政処分ないしその手続に
関しては事柄の性質の多様性にかんがみて直接には明文の規定を設けず、むしろい
わゆる法治主義（法律に基づく行政）の原則によつて国民の権利、自由を保障しよ
うとしているものと解するを相当とする。
（二）　教科書検定制度と法治主義（法律に基づく行政）の原則
（１）　およそ公権力の行使たる行政は、国会において制定された法律に基づいて
行なわれなければならず、ことに国民の権利義務に関する重要な事項については法
律においてこれを明確にすべきことは、憲法四一条、一三条の趣旨に照らしても当
然のことであり、かかる法治主義（法律に基づく行政）の原則は、近代および現代
における行政の基本原理であるというべきである。
　しかるところ、現行の教科書検定制度は、前記のとおり、学校教育法二一条で
「小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書……を使用しなければなら
ない」との規定（ただし、昭和二八年改正のもの）するのみで、同法八八条（本法
施行事項－政令・監督庁に委任）、一〇六条（経過規定、ただし昭和二八年の右改
正で同条中二一条に関する部分は削除）の規定により教科書検定の手続および検定
基準についてはすべて文部省令たる教科用図書検定規則と文部省告示たる教科用図
書検定基準に委ねている。すなわち、法律は教科書検定とは何か、いかなる基準、
手続でなさるべきかなど国民の権利、自由にかかわる教育上の重要事項については
なんら定めるところなく、これについては直接国会の議を経ない下位法たる省令ま
たは告示などでそれを充足しているにすぎない。
　この点に関し、被告は、検定の意義、内容については社会通念上明白であり、検
定の基準については、実質的には教育基本法および学校教育法のうちに規定されて
いるといえる、その手続についても学校教育法二一条、文部省設置法五条一項一二
号の二、同法八条一三号の二、同法二七条などにおいてその大綱を定めている旨主
張するが、しかし、教科書についての検定の意義、内容が社会通念上明白であると
は必ずしもいうことはできず、また、検定の基準については、教育基本法および学
校教育法が教育の目的、内容を規定していることは被告主張のとおりであるけれど
も、そのことをもつて、検定の基準がこれらの法律の中で定められているとは到底
いうことはできず、さらに、検定の手続についてもすでに前記現行制度の概要にお
いて述べたとおり、学校教育法二一条が検定権限を文部大臣に付与しているほか、
法律中に検定の手続について定めた規定はなく、被告の検定手続を定めたものとし
て主張する文部省設置法の各条項はいずれも教科書検定に関する官庁の内部的な組
織を定めたにすぎないものであるから、これらをもつて検定手続の大綱を定めたも
のといえないことはいうまでもない。
（２）　ところで、原告は、上記のような現行教科書検定制度は憲法上の法治主義
（法律に基づく行政）の原則に違背すると主張するので、案ずるに、現行の教科書
検定制度は、右に述べたように、教育に関する国民の権利、自由を国政上十分に尊
重するゆえんのものではなく、これにより教育の理念に沿つた適正かつ公正な検定
が行なわれない恐れなしとしないというべきであろうが、検定の権限、基準、手続



などのうちどの範囲で、どのように法律で定め、どの範囲を命令等の下位法に委ね
るかは、結局は立法の裁量に属するというべきであるから、現行の教科書検定制度
が前記のごとくであるとしても、なおこのことをもつて直ちに法治主義（法律に基
づく行政）の原則に違背し、違憲であるとは断定できないといわざるを得ない。
（三）　以上のとおりであるから、現行の教科書検定制度が憲法三一条および法治
主義の原則に違反するとの原告の前記主張は、いずれも採用しがたい。
４　教育基本法一〇条違反の主張について
（一）　戦後の教育改革と教育基本法の成立事情
　前顕甲第六号証、同第一〇号証、同第九一、第九二号証、成立に争いのない甲第
七号証の一ないし四、同第九号証、同第一〇八号証、同第一一八ないし第一二〇号
証、乙第四四号証、同第五九号証および証人Ｐ６の証言とこれによつて真正に成立
したものと認める甲第一〇四ないし第一〇七号証、同第一〇九ないし第一一七号
証、証人丙、同安達建二の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すれば、つぎの事実
を認めることができ、他にこれを左右するに足る証拠はない。
　昭和二〇年八月、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争は日本の敗北によつ
て終了した。ポツダム宣言の中には、日本から軍国主義と極端な国家主義を除去
し、これに代わり平和主義を確立すべきことおよび日本において民主主義とその前
提たる基本的人権が確立さるべきことが強く掲げられているが、連合国の日本管理
は右の平和主義および民主主義の確立を目途として行なわれた。そのために連合国
は教育に関しいくつかの改革措置をとつたが、これらに先だち、文部省は、昭和二
〇年九月、「新日本建設ノ教育方針」を発表し、その中で将来の教育につき一方で
なお従前のように国体の護持に努むべきことをうたうとともに、他方「軍国的思想
及施策ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途トシテ謙虚反省只管国民ノ教養ヲ深メ科学的
思考力ヲ養ヒ平和愛好ノ念ヲ篤クシ智徳ノ一般水準ヲ昂メテ世界ノ進運ニ貢献スル
モノ」としなければならないとして平和教育の推進をも主張するに至つていた。そ
して、連合国軍総司令部は同年一〇月二二日、「日本教育制度ニ対スル管理政策ニ
関スル件」を発し、教育の根本方針、教職員の粛正、教育の具体的方法等について
基本的な方針を明らかにし、とくに軍国主義および極端な国家主義の排除、ならび
に民主主義と基本的人権の確立をめざして教育が行なわるべきことを強調し、この
覚書を基礎として、同年一〇月三〇日には「教員及教育関係官ノ調査、除外、認可
ニ関スル件」が、また、同年一二月一五日には「国家神道、神社神道ニ対スル政府
ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」が、さらに同年一二月三一
日には「修身、日本歴史及ビ地理歴史ニ関スル件」がつぎつぎと発せられ、これに
基づく具体的措置がとられた。
　これらの一連の措置は、差当たり旧来の教育の弊害を取り除こうとするものであ
つて、そのために連合国軍最高司令部の招きによりアメリカから教育使節団が来日
するのであるが、こうした連合国側の改革と並行して、日本国内においても新しい
教育理念を模索する動きがあつた。すなわち、同年一一月には文部省内において、
「劃一教育改革要綱（案）」および「劃一教育打破ニ関スル検討並ニ措置（案）」
が作成されたが、これらにおいては、戦前教育の弊害は基本的には「高度ナル国家
的統一と劃一化」にあるとしたうえで、国民教育の目標として、責任と自由、個人
の完成、国家社会への奉仕、自発的能動的実践力があげられ、また、教育の自主性
が教育理念として掲げられ、個性の重視を基本とする教育の創造性がうたわれてお
り、さらにそれについてのかなり詳細な具体的措置、たとえば国定教科書の廃止、
教師による教科書の自由選択なども掲記されていた。また、翌二一年五月には文部
省から「新教育指針」が発表され、ここでは、これが教師の手引きであつて、教育
者に押しつけようとするものではないとことわつたうえで、戦前の教育が人間性と
個性を無視した画一的なものであつたことにかんがみ、教育内容および教育制度そ
のものの民主化、人格の尊重と個性に応じた教育などが新しい教育方針として打ち
出されている。
　さて、昭和二一年三月、連合国軍最高司令部の招きにより、アメリカから教育使
節団（団長Ｐ３３博士）が来日し、約一か月にわたつて調査等を進めることとなつ
たが、これに対し、日本側においても、右の使節団に対し情報を提供する等してこ
れに協力する機関として、Ｐ３４を委員長とする日本教育家委員会が組織され、Ｐ
３５、Ｐ３６、Ｐ３７、Ｐ３８その他の当時の日本の代表的な識者がこれに加わつ
た。使節団は右の教育家委員会と協議を重ね、日本の学校等教育施設を視察し、ま
た、各層の人々と意見を交換し、その結果同年三月三一日に報告書を作成したが、
この報告書は軍国主義的、国家主義的教育を排し、個人の価値と尊厳を認め、画一



教育を否定し、自由な雰囲気の中での教育をうたい、中央集権的教育行政のかわり
に地方分権的、民主的な教育委員会制度を提唱するものであつた。
　右報告書の中から、一部をとり出してみると、「序論」の中で、「教師の最善の
能力は、自由の雰囲気の中においてのみ十分に発揮せられる。この雰囲気をつくり
出すことが行政官の仕事なのであつて、その反対の雰囲気をつくり出すことではな
い。子供のもつ計り知れない資質は、自由主義という陽の光を受けてのみ豊かな実
を結ぶものである。この自由主義の光を与えることこそが、教師の仕事なのであつ
て、その反対のものを与えることではない。」と説き、また、「教育の目的」の項
で、「日本の教育の再建が行われる前に、民主政体における教育哲学の基礎が、ぜ
ひとも明らかにされる必要がある。「民主主義」という言葉を絶えず繰り返したと
ころで、それが内容をそなえていなければ無意味である。民主政治下の生活のため
の教育制度は、個人の価値と尊厳の承認とを基礎とするものである。それは各人の
能力と適性とに従つて、教育の機会を与えるように組織されることが望ましい。教
授の内容と方法によつて、それは研究の自由と、批判的に分析する能力の訓練とを
助成することになる。それは異つた発展段階にある生徒の能力の範囲内で、広く実
際の知識の討論を行うことを勧めるであろう。学校の仕事が、規定された学校課程
と、各科目毎に認定された、ただ一冊の教科書とに制限されていたのでは、これら
の目的はとげられようがない。民主政治における教育の成功は、劃一化と標準化と
を以てしては測られないのである。教育は個人を、社会の責任ある協力的成員たら
しめるよう準備すべきである。また「個人」という言葉は、子供にも大人にも、男
にも女にも、同じようにあてはまることも、わかつていなければならない。新しい
日本の建設に当つて、個人は自らを労働者として、市民としてまた人間として、発
展させる知識を必要とすることになるであろう。彼等は、社会の組織の種々な面に
参加する成員として、その知識を自由研究の精神をもつて応用することが必要であ
ろう。これはすべて国連憲章ならびにユネスコの規約草案に記されている基本的原
理と一致するものである。その結果は、中央官庁が教授の内容や方法、または教科
書を規定すべきではなく、むしろ、それらの領域における活動を概要書、参考書、
教授指導書などの出版に限定すべきであるということになる。教師がその専門の仕
事に対して適当に準備ができさえすれば、教授の内容と方法を、種々な環境にある
彼等の生徒の必要と能力ならびに彼等が将来参加すべき社会に適応せしめること
は、教師の自由にまかせらるべきである。日本の教育方針の転換は、軍国主義的
な、超国家主義的な、またその他の非難さるべき教授の特徴を、完全に除去すると
いう消極的な面のみではなく、新しいプログラムを充実させるような、文化の諸方
面の注意深い評価をもふくんでいる。例えば歴史、倫理、地理、文学、美術、音楽
といつたような科目において、日本と他の諸国との間に協力を増すものとして、ど
のようなものを残しうるであろうかということについて、考慮が払われなければな
らない。教育は真空の中では行われるべくもないし、また民衆の文化的過去との関
係をすつかり断ち切つてしまうということも考えられない。今日のような重大な時
機においてすらも、何等かの連続がなければならない。新しい計画に力を与えるよ
うな人道上の観念、理想として、どういうものが保存の価値があるかを知るため
に、彼等の文化的伝統を分析することが、日本の教育活動にたずさわるすべての人
々に課せられた仕事でなければならない。ここにこそ、日本人はその忠誠心と愛国
心を合法的に鼓舞する根拠を発見することになるであろう。「広く世界に知識を求
め」という。明治時代の国是を採用することはよろしいが、しかし、その場合、絶
えず新しい要素を加えてゆくことから生ずる新旧の対立を避けるために、価値ある
国民文化の意識と照し合わせてこれを採りいれなければならない。
　教育の目的についての、この論議の核心となることは、日本の国民文化の保存の
ためのみならず、その充実のためにも、教授と研究の自由が助成されなければなら
ないということである。事実と神話、現実と空想とを区別する能力は、物事を批判
的に分析する科学的精神の中に栄えるのである。このためには両親、生徒、教師の
心を先ず第一に占めている、従来の試験合格第一主義を改めなければならぬという
ことになる。受験準備に支配されている教育制度は、形式的になり、紋切型にな
る。それは服従しておればよいという気持を教師や生徒に起させる。それは研究の
自由と、批判的判断の自由を奪つて、そして社会全体というよりはむしろ狭い範囲
の官僚主義のために、当局者の意のままにあやつられることになる。結局、この制
度は時としては、偽瞞と腐敗、あるいはまた健康を害して失敗に終らせたりするよ
うな、異常な競争心を生み出す。しかしまた、青年の将来を単なる偶然のチヤンス
のいかんによつて左右させないような、新しい型の試験を行う余地がある。この問



題は一九三一年から一九三八年にわたつて約十ケ国が参加して討議した国際的な研
究題目であつた。試験問題の研究は、批判の機関と教育研究の中心機関との創設を
必要とする。もし生徒の能力についての正確な知識を得る必要があるとすれば、で
きる限りのあらゆる創意工夫が用いられてしかるべきである。教育再建に対する多
くの戦後の計画におて、指導と助言を与えることに、このような重要な地位が与え
られるということは、決して偶然のことではなく、すべての人々に平等な教育の機
会を与えようとする理想の直接の結果なのである。教育ということは、言うまでも
なく学校のみに限られたことではない。家庭、隣組、その他の社会的機構もまた教
育の分野にそれぞれ果すべき役割を持つている。新しい日本の教育は、有意義な知
識をうるために、できるだけ多くの出所と方法とを開拓するよう努むべきである。
学習者が教育の過程に能動的に参加するのでなければ、言い換えれば、生徒が理解
をもつて学習するのでなければ、教育は、試験が済み次第忘れられる事柄の畜積に
過ぎなくなるのである。ともあれこのような知的な革命は、カリキユラム作成の方
法と内容との変更を必要とする。」と述べ、さらに、「初等および中等学校の教育
行政」の項で、「教育の民主化の目的のために、学校管理を現在の如く中央集権的
なものよりむしろ、地方分権的なものにすべきであるという原則は、一般の認める
ところである。学校における勅語の朗読、御真影の奉拝などの式を挙行することは
望ましくない。文部省は本使節団の提案にもとずき、各種の学校に対し技術援助お
よび専門的な助言を与えると云う、重要な任務を負うことになるけれど、地方の学
校に対する直接の統制は大いに削減されるであろう。市町村および都道府県の住民
を広く教育行政に参画させ、学校に対する内務省地方官吏の管理行政を排除するた
めに、市町村と都道府県に、一般投票により選出される教育行政機関の創設を我々
は提案する。かかる機関には、学校の認可、教員の免許状付与、教科書の選定に関
して相当の権限が付与されるであろう。現在、このような権限は全部中央の文部省
に握られている。課税で維持し、男女共学制を採用し、かつ授業料無徴収の学校に
おける義務教育の引き上げをなし、修業年限を九ケ年に延長、換言すれば生徒が十
六才に達するまでの教育を施すところの、年限延長改革案を我々は提案する。さら
に、生徒は最初の六ケ年は現在と同様に小学校において、次の三ケ年は現在、小学
校の卒業児童を入学資格とする各種の学校の合併改変によつて創設されるべき、″
初等中等学校″において修学することを我々は提案する。これらの学校において、
全生徒に対し授業および教育指導を含む一般的教育が実施されるべきであり、かつ
個々の生徒の能力の相違を考慮しうるように、十分なる弾力性を持たせなくてはな
らない。更にこの上に、三年制の″上級中等学校″を設置し、授業料は無徴収、い
くいくは男女共学制を採り、初級中等学校よりの進学希望者すべてに、さまざまの
学習の機会が提供されるようにすべきである。初級と上級の中等学校が相伴つて、
課税により維持されている現在のこの段階の他の諸学校、即ち小学校高等科、高等
女学校、予科実業学校および青年学校などの果しつつある種々の機能を継承するこ
とになろう。上級中等学校の卒業は、その上の上級学校への入学条件とされるであ
ろう。本提案によれば、私立諸学校は、生徒が公私立を問わず相互に容易に転換で
きるようにするため、必要欠くべからざる最低の規準に従うことは当然期待される
ところであるが、それ以外は、完全な自由を保有することになろう。」と提言して
いる。
　このように使節団報告書は、日本の社会および教育の現状を十分に踏まえつつ、
新しい日本の教育のあるべき姿とその具体化のための諸制度の提言を行なつたが、
他方、前記日本側の教育家委員会も、単に使節団に対する情報提供、あるいはそれ
との協議にとどまることなく、進んで自ら教育改革の方向を検討し、使節団の来日
中に報告書を作成して、これを使節団および文部省に提出した。この報告書は公表
されなかつたが、たとえばそのうち教育勅語に関する意見についてみると、国と皇
運を絶対的な目標とする教育理念を修正して、人間性、自主的精神、合理的精神、
平和と文化等をうたつた新しい教育勅語を渙発すべきことを提唱し、戦後教育改革
の理念を打ち出そうとしたものであつた。
　こうした動きのなかで、昭和二一年三月六日に「憲法改正案要綱」が公表され、
ついで同年六月二〇日に開かれた第九〇回特別議会に上程されたが、右改正案要綱
には、教育に関しても現憲法の教育あるいは思想、良心、学問等に関する諸条項、
すなわち、一四条（法の下の平等）、一九条（思想、良心の自由）、二〇条（信教
の自由）、二一条（集会、結社、表現の自由等）、二三条（学問の自由）、二六条
（教育を受ける権利等）に相当する諸条項が盛り込まれ、戦後教育のあるべき姿が
示めされていたが、さらに、同特別議会の帝国憲法改正案委員会で、議員の中か



ら、憲法全体の精神からくみとられるべき教育の指導原理を憲法自体の中に明示す
べきであると要求する声が生じ、民主的、平和的な国家の建設にとつて教育が原動
力でなければならないこと、教育がその時々の政治の動向によつて影響を受けるこ
とのないよう、国の政治的機構から独立させる必要があること、新しい教育理念を
盛るには勅語という形式は妥当ではなく、むしろ憲法の中に含めるのがふさわしい
こと等の質疑が出された。これに対し、文部大臣（Ｐ３９）は、教育に関し一章を
設けることは憲法全体の振合いからみて不適当であり、また憲法は元来政治的な基
本法であつて教育が問題にされる場合でもやはり政治の面から問題となるから、道
徳ないしは教育の原理のようなものは憲法の中にとり入れるべきでない旨を答弁し
たが、他方、文部省においても教育に関する基本方針等について教育根本法ともい
うべきものを早急に立案して議会に提出したいとし、また教育権の独立というよう
なことも右の教育根本法にとり入れるべく研究している旨答えて、教育基本法の構
想があることを明らかにした。
　そして、こうした動きを受けて、昭和二一年八月、教育に関する重要事項を調査
審議するため、内閣のもとに「教育刷新委員会」が設置された。この委員会は前記
の教育家委員会を拡充発展させたもので、Ｐ４０を委員長、Ｐ３４を副委員長と
し、教育界をはじめ各界の代表的識者約五〇名の委員で構成され、翌二二年の一〇
月まで四二回の総会を開くなどして活発な審議に当たり、教育改革の諸点にわたつ
て積極的な建議を行ない、とくに教育の基本に関する諸問題を研究し、教育の根本
理念を確立するために第一特別委員会を設けた。かくて、昭和二一年九月末から一
一月末に至るまで前後一二回の特別委員会が開かれ、教育の根本理念、教育基本法
の内容等が検討されて総会に報告され、総会においてさらにに討論を経たのち、教
育勅語については新勅語の奏請は行なわず、法律の形で新教育の理念を明らかにす
べきことを決め、結局、同年一一月二九日の第一三回総会において、「教育の理念
及び教育基本法に関すること」および「教育行政に関すること」と題するつぎのよ
うな建議がそれぞれ採択されて同年一二月二七日内閣総理大臣に提出された。
　「教育行政に関すること」
一　教育行政は、左の点に留意して、根本的に刷新すること。
１　従来の官僚的画一主義と形式主義との是正
２　教育における公正な民意の尊重
３　教育の自主性の確保と教育行政の地方分権
４　各級学校教育の間及び学校教育と社会教育の間の緊密化
５　教育に関する研究調査の重視
６　教育財政の整備
二　右の方針にもとづき、教育行政は、なるべく一般地方行政より独立し且つ国民
の自治による組織をもつて行うこととし、そのために、市町村及び府県に公民の選
挙による教育委員会を設けて教育に関する議決機関となし、教育委員会が教育総長
（仮称）を選任してこれを執行の責任者とする制度を定めること（以下略）
　「教育の理念及び教育基本法に関すること」
一　教育基本法を制定する必要があると認めたこと。
二　教育理念は、おおよそ左記のようなものとして、教育基本法の中に、教育の目
的、教育の方針として、とりいれること。
１　教育の目的
　教育は、人間性の開発をめざし、民主的平和的な国家及び社会の形成者として、
真理と正義とを愛し、個人の尊厳をたつとび、勤労と協和とを重んずる、心身共に
健康な国民の育成を期するにあること。
２　教育の方針
　教育の目的は、あらゆる機会とあらゆる場とを通じて実現されなければならな
い。この目的を達成するためには、教育の自律性と学問の自由とを尊重し、現実と
の関連を考慮しつつ、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力とによつて、文化の創
造と発展とに貢献するように努めなければならないこと。
三　教育基本法には、この法律の制定の由来、趣旨を明らかにするため、前文を付
すこととし、その内容はおおむね左のようなものとすること。
１　従来の教育が画一的で形式に流れた欠陥を明らかにすること。
２　新憲法の改正に伴う民主的文化国家の建設が教育の力にまつことをのべ、新教
育の方向を示すこと。
３　この法律と憲法及び他の教育法令との関係を明らかにすること。
４　教育刷新に対する国民の覚悟をのべること。



四　教育基本法の各条項として、おおむね左の事項をとりいれ、新憲法の趣旨を敷
えんするとともに、これらの事項につき原則を明示すること。
１　教育の機会均等
２　義務教育
３　女子教育
４　社会教育
５　政治教育
６　宗教教育
７　学校の性格
８　教員の身分
９　教育行政
五　前項に示した教育基本法の各条項の内容については総会、各特別委員会の審議
の結果をとり入れること。
六　文部省において、右の趣旨に則つて、教育基本法案を作成されること。
　かくして、教育基本法制定の構想が示めされ、ついで文部省はこれらの建議に基
づき具体的な立案作業にとりかかつた。すなわち、文部省官房審議室において（同
年一二月四日以降は新たに設置された同省調査局審議課において）、立案作業が進
められたが、ここでの審議立案過程で、当初の教育刷新委員会第一特別委員会で作
成された参考案が、少しずつ修正されたが、基本的な考え方は変わらず、また、立
案過程において連合国軍総司令部との折衝もあつたが、教育基本法については、ほ
とんど干渉されることがなかつた。この修正の過程を教育行政の条項についてみて
みると、まず、前記教育刷新委員会第一特別委員会の参考案では「十　教育行政　
教育行政は、学問の自由と教育の自主性とを尊重し、教育の目的遂行に必要な諸条
件の整備確立を目標として行われなければならない」であつたが、同年一二月二一
日の教育基本法要綱案では、「一〇　（教育行政）教育は、政治的又は官僚的支配
に服することなく、国民に対し独立して責任を負うべきものであること。学問の自
由は、教育上尊重されなければならないこと。教育行政は、右の自覚の下に教育の
目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならないこ
と。」となり、ついで昭和二二年一月一五日の案では、「第十一条　教育行政　教
育は、不当な政治的または官僚的支配に服することなく、国民に対し、独立して責
任を負うべきものである。教育行政は、右の自覚のもとに、学問の自由を尊重し、
教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければなら
ない。」となり、さらに昭和二二年一月三〇日の文部省案では、「第十一条　教育
行政　教育は、不当な支配に服することなく、国民に対し直接に責任を負うべきも
のである。教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件
の整備確立を目標として行われなければならない。」となり、さらにまた、同年三
月一二日に枢密院の諮詢の段階で「国民に」の部分が「国民全体に」と修正されて
ほぼ現行法どおりの政府案ができ上つた。右のうち、「学問の自由を尊重し」がな
くなつたのは、第二条（教育の方針）の中に明記されているので、これと重複する
からということであつた。また、教育行政機関については、当初全国をいくつかの
大学区に分け、各大学区に置かれる大学が、大学のみならずその学区内の小、中、
高等学校の教育ないし教育行政に責任を負う仕組みを考え一般行政権からは完全な
独立をめざす構想があつたが、最終的には連合国軍最高司令部民間情報教育局（Ｃ
ＩＥ）の示唆もあつて、各地に公選制の一般民間人による教育委員会制度を設け、
これに教育行政を委ねる、いわゆるレーマン・コントロールの方式が真に民主的な
教育行政であるとして採用され、そのことが教育基本法の立案にも反映して、たと
えば「独立して」の文字が削除された。
　政府案は昭和二二年三月一三日に第九二帝国議会に上程された。文部大臣（Ｐ４
１）の提案理由ならびに内容の説明はつぎのとおりであつた。
　「民主的で平和的な国家再建の基礎を確立致しまするがために、さきに憲法の●
期的な改正が行われました。これによりましてひとまず民主主義、平和主義の政治
的、法律的な基礎が作られたのであります。しかしながら、この基礎の上に立つて
真に民主的、文化的な国家の建設を完成致しまするとともに、世界平和に寄与する
こと、即ち立派な内客を充実させますることは、国民の今後の不断の努力にまたな
ければならぬことはもちろんでございます。そうしてこのことは、一にかかつて教
育の力にあると申してもあえて過言ではないと存ずるのであります。かくのごとき
目的の達成のためには、この際教育の根本的刷新が断行せられまするとともに、そ
の普及徹底を期することが何よりも肝要でございます。かかる教育刷新の第一前提



と致しまして、新しい教育の根本理念を確立する必要があると存ずるのでありま
す。それは新しい時代に即応する教育の目的方針を明示し、教育者並びに国民一般
の指針たらしめなければならないと信ずるからであります。
　次にこれを定めるに当りましては、これまでのように詔勅、勅令などの形を取り
まして、いわば上から与えられたものとしてでなく、国民の盛り上りまする総意に
よりまして、いわば国民自らのものとして定むべきものでありまして、国民の代表
者をもつて構成せられておりまする国会におきまして、討議確定致しまするがため
に法律をもつて致すことが新憲法の精神にかなうものと致しまして、必要且つ適当
であると存じた次第でございます。更に、新憲法に定められておりまする教育に関
係ある諸条文の精神を一層敷えん具体化致しまして、教育上の諸原則を明示致す必
要を認めたのであります。
　さて、これらの教育上の諸原則並びにさきに申し述べました教育の根本理念は、
単に学校教育のみならず、広く家庭を含めました社会教育にも通ずべきものであり
まして、これらの根本理念並びに原則は、個々の教育法令に別々に掲げることな
く、基本的な単一の法律に規定致しまして、その他の教育法令は、総てこの法令に
掲げまする目的並びに原則に則つて制定せらるべきものとすることが適当であると
考えるのであります。この法律をこれがために教育基本法と称したのであります。
　以上申し述べました理由に基きまして、この法案を作成致したのでありまする
が、この法案は教育の理念を宣言する意味で教育宣言である、あるいは教育憲章で
あるとも見られましようし、又今後制定せらるべき各種の教育上の諸法令の準則を
規定するという意味におきまして、実質的には教育に関する根本法たる性格をもつ
ものであると申し上げうるかと存じます。したがつて本法案には普通の法律にはむ
しろ異例でありまする所の、前文を附した次第でございます。
　次に、この法案の内容を御説明申し上げますと、まずこの法律制定の由来趣旨を
明らかに致しまするがために、ただ今一言申し上げましたような前文が附せられて
いるのであります。次に本文に入りましては、第一条に新時代に即応すべき教育の
理念を明かに致しまするがために、教育の目的を掲げました。次に第二条におきま
しては、このような教育の目的をいかに達成すべきか、その方針を明示致しまし
た。第三条教育の機会均等の条下におきましては、新憲法第一四条第一項、同じく
第二六条第一項の精神を具体化致しました。第四条義務教育におきましては、新憲
法第二六条第二項の義務教育に関する規定を一そうはつきりと規定したのでありま
す。更に第五条男女の共学におきましては、新憲法第一四条第一項の精神を敷えん
致しまして、男女共学を説きました。第六条学校教育におきましては、学校の性
格、教員の身分について規定し、第七条におきましては社会教育の原則をうたつた
のでございます。第八条政治教育におきましては、民主主義社会における政治的教
養の重要性並びに学校における政治教育の限界を示しました。第九条宗教教育にお
きましては、新憲法第二〇条の信教の自由の規定が教育にいかに適用せらるべきで
あるかを明示したのであります。第一〇条教育行政の条下におきましては、教育行
政の任務の本質と、その限界を明らかに致したのでございます。
　以上本法案制定の理由、性格並びに内容を御説明申し上げたのでございまする
が、この法案は教育の根本的刷新について議すべく、昨年九月内閣に設置せられま
した教育刷新委員会におきまして、約半歳にわたつて慎重審議を重ねられました綱
要を基と致しまして、政府において立案作成したものであります。なお本案は枢密
院の御諮詢を経たものでございます。なにとぞ慎重御審議の上御協賛あらむことを
お願い申し上げる次第でございます。」
　そして、衆議院および貴族院では、それぞれ委員会を設けて、審議のうえ、結局
両議院ともに本会議において原案どおり可決され、昭和二二年法律第二五号として
三月三一日の官報で公布され、同日から施行された。
　このようにして、新憲法のもとに新しい教育理念をうたつた教育基本法が制定、
施行されたが、一方で従前の教育勅語は依然として存続しており、基本法制定の過
程においては教育勅語自体には手を触れないとの意向も強かつたが、その後昭和二
三年に至り、第二回国会において、同年六月一九日、衆議院は「教育勅語等排除に
関する決議」を、参議院は「教育勅語等の失効確認に関する決議」を、それぞれ行
ない、教育勅語の理念は最終的に否定されることになつた。そして、さらに、新し
く制定された教育基本法の理念に基づき、学校教育法（昭和二二年三月三一日法律
第二六号）、（旧）教育委員会法（昭和二三年七月一五日法律第一七〇号）、社会
教育法（昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号）、国立学校設置法（昭和二四年五
月三一日法律第一五〇号）私立学校法（昭和二四年一二月一五日法律第二七〇



号）、教育公務員特例法（昭和二四年一月一二日法律第一号）、教育職員免許法
（昭和二四年五月三一日法律第一四七号）、文部省設置法（昭和二四年五月三一日
法律第一四六号）等が相次いで制定され、いわば教育基本法体制が整うこととなつ
た。
（二）　教育基本法一〇条の趣旨
（１）　教育基本法一〇条は、その一項で、「教育は、不当な支配に服することな
く、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」とし、二項
で、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整
備確立を目標として行われなければならない。」と定めている。そして、その趣旨
とするところは、前記教育基本法制定の経過に照し、その一、二項を通じ、教育行
政ことに国の教育行政は教育目的を遂行するに必要な教育施設の管理、就学義務の
監督その他の教育の外的事項についての条件整備の確立を目標として行なう責務を
負うが、教育課程その他の教育の内的事項については一定の限度を超えてこれに権
力的に介入することは許されず、このような介入は不当な支配に該当するというに
あると解するを相当とする。
　この点について、被告は、本条一項は「不当な」支配を禁じたものであつて、不
当であるかどうかはそれが国民全体の意思に基づいているかどうかによつて定まる
のであり、国会において国民によつて正当に選挙された代表者により制定された立
法に基づく限り、行政権による教育に対する規制ないし介入が教育の内容面にわた
つても、それは不当な支配ではなく、本条一項後段に定めるとおり国民全体に責任
を負うべき教育行政としては当然に教育内容についても積極的に行政を行なうべき
責務があり、したがつて、二項の条件整備についても教育内容以外のものに限られ
るいわれはなく、また本来公教育制度は当然にそのことを予想していると主張す
る。
　しかしながら、本条一項は、教育行政のみを対象として定められたものではな
く、広く教育のあり方を規定したものであつて、その意味では同法二条と性格にお
いて類似するが、本条全体が（教育行政）と題しているように、主として教育行政
との関連において教育のあり方を定めたものであり、このことは、一項の規定が二
項を導く基礎となつており、二項では「教育行政は、この自覚のもとに」としてい
ること、また上叙のごとく戦前の教育行政の中央集権的官僚制の弊にかんがみて本
条が制定されたことからも明らかである。そして、一項にいう「教育は」というの
は、「およそ教育は」という意味であつて、家庭教育、社会教育、学校教育のすべ
てを含むことはいうまでもなく、したがつて教育は「不当な支配」に服してはなら
ないということは、とりもなおさず、いやしくも教育に関係するものはすべて「不
当な支配」に服すべきでないことを意味するといつてよい。ここに「不当な支配」
というとき、その主体は主としては政党その他の政治団体、労働組合その他の団体
等国民全体でない一部の党派的勢力を指すものと解されるが、しかし同時に本条一
項前段は、教育の自主性、自律性を強くうたつたものというべきであるから、議院
内閣制をとる国の行政当局もまた「不当な支配」の主体たりうることはいうまでも
ない。さらに本条一項後段で、「教育は、………国民全体に対し直接に責任を負つ
て行われるべきものである。」というのは、同項前段の「不当な支配に服すること
なく」といわば表裏一体となつて、教育における民主主義の原理をうたつたものと
いうべきである。すなわち、憲法はその前文において、「そもそも国政は、国民の
厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表
者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」と定めているが、この民
主主義の原理は教育ないし教育行政についてもいいうるところである。したがつ
て、ここで「国民全体」といつているのは、さきに述べた「不当な支配」に服して
はならない旨を確認したものと解せられる。このことは、同項において国民全体に
対し「直接に」責任を負うと規定していることからも窺われるし、また、前記のよ
うに、教育基本法が、戦前の我国教育行政の中央集権的画一的国家的統制に対する
批判の上に成り立つており、その成立過程において、米国使節団報告書、教育刷新
委員会の建議等で中央集権的画一的国家統制の排除が常に提唱されてきたところか
らも明らかである。さらに、ここで「責任を負う」ということは、具体的に法的な
責任を負うとか、あるいはまた、国民の一般意思を国会に反映させ、国会で制定さ
れた法律に基づいて行なわれる行政のルートを通じてのみ、国民に対して責任を負
うということを意味するわけではない。ここで「教育は………責任を負う」という
のは、教育および教育行政のあるべき姿を定めたものであつて、責任というのも行
政的な責任を意味するのでなく、教育自体によつて「直接に」国民全体に対しいわ



ば文化的ないし教育的意味での責任を負うべき旨を定めたものと解すべきである。
けだし、文言のうえからそのように解されるばかりでなく、実質的に考えても、す
でに述べたように、国民（親を含む）は子どもの教育を受ける権利に対応して子ど
もを教育する責務があり、教師は右国民の責務の信託を受けて児童、生徒の教育に
当たり、国民に対し責任を負うものというべきであるからである。また、本条二項
は、本条一項をうけて、教育行政の任務と限界を明らかにしたものである。すなわ
ち、憲法二六条は国に対し子どもの教育を受ける権利ひいて国民の子どもに対する
教育の責務を実質的に保障すべき責務を課したものであることは前叙のとおりであ
り、本条二項は、このことを前提として、国は教育目的達成のため諸条件の整備確
立という任務を果たすべきことを明らかにしているのである。そして、ここに「こ
の自覚のもとに」とは、一項の教育行政のあり方についての規定をうけ、そこで定
められた原理を自覚して、という趣旨と解され、また、「教育の目的を達成するに
必要な諸条件の整備」とは、右の憲法二六条の趣旨および本法の他の諸規定に明示
されたところを具体的に達成するために、各種の諸制度、条件を整備すべきことを
意味すると解される。したがつて、上記のように、本条一項において教育の自主
性、自律性をうたつており、教育行政は「この自覚のもとに」行なわれなければな
らないのであるから、本条二項にいう「条件整備」とは、教育の内容面に権力的に
介入するものであつてはならず、教育が自主的、創造的に行なわれるよう教育を守
り育てるための諸条件を整えること、いいかえれば、教育は学校教育にあつては教
師と生徒との間で両者の人格的、精神的なつながりをもととして行なわれるのであ
るから、この実際の教育ができるだけ理想的に行なわれるように配慮し、その環境
を整えることを意味すると解すべきである。かくて、教育施設の設置管理等のいわ
ゆる教育の「外的事項」については、原則として教育行政の本来の任務とすべきと
ころであり、また、教育課程、教育方法等のいわゆる「内的事項」については、公
教育制度の本質にかんがみ、不当な法的支配にわたらない大綱的基準立法あるいは
指導助言行政の限度で行政権は権限を有し、義務を負うものと解するのが相当であ
る。したがつて被告の前記主張は失当というべきである。
（２）　叙上のとおり、教育基本法一〇条の趣旨は、その一、二項を通じて、教育
行政ことに国の教育行政は教育の外的事項について条件整備の責務を負うけれど
も、教育の内的事項については、指導、助言等は別として、教育課程の大綱を定め
るなど一定の限度を超えてこれに権力的に介入することは許されず、このような介
入は不当な支配に当たると解すべきであるから、これを教科書に関する行政である
教科書検定についてみるに、教科書検定における審査は教科書の誤記、誤植その他
の客観的に明らかな誤り、教科書の造本その他教科書についての技術的事項および
教科書内容が教育課程の大綱的基準の枠内にあるかの諸点にとどめられるべきもの
であつて、審査が右の限度を超えて、教科書の記述内容の当否にまで及ぶときに
は、検定は教育基本法一〇条に違反するというべきである。
（三）　教科書検定制度と教育基本法一〇条
　さて、原告は、現行の教科書検定制度は、検定の基準として、教育の目標との一
致、教科の目標との一致、立場の公正の三項目の絶対条件および取扱内容、正確
性、内容の選択、内容の程度、組識・配列・分量・表記・表現、使用の便宜等、地
域差、学校差、造本創意工夫等にわたつて各教科ごとに設けられた数十項目の必要
条件を定めており、これらによつて教科書の内容のすみずみにまで立ち入つて審査
を加え、これに適合しないと認めるときは、当該教科書を不合格とし、あるいは条
件付合格として不適当と認める部分の修正を求め、もつて教科書の内容を右の検定
基準に適合せしめようとするものであつて、明らかに文部大臣が設定しうる大綱的
基準の範囲を超えて教科書の内容に不当に介入しようとするものであつて、教育基
本法一〇条に違反し、無効である旨主張するので、案ずるに、原告の主張するとお
り、現行の検定基準には前示教育基本法に違背するものがあると認められるし、ま
た、教育基本法は前記認定の事情のもとに成立したものであつて、憲法の諸規定を
うけ、これを教育において具体化するため教育に関する理念あるいは方針等の基本
的なあり方を定めるものであつて他の教育諸法規の基本法たる性格をもち、同法一
一条がこの法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には適当な法令が
制定されなければならないとしているのもこのためと解せられるのであるが、しか
し、教育基本法の法的効力が他の法律に優越するとはいえないから、学校教育法
（二一条、八八条、これらの規定の変遷についてはすでに述べた）に基づく現行教
科書検定制度が教育基本法一〇条に違反し無効であるとは断じがたい。それゆえ原
告の上記主張もまた採用できないといわざるを得ない。



二　本件各検定不合格処分の違憲、違法性の有無
１　教科書検定制度が違憲または違法であるから本件各検定不合格処分は違憲また
は違法であるとの主張について
　上来説示のとおり、教科書検定制度は、それ自体は違憲あるいは違法と断ずるこ
とができないから、教科書検定制度が違憲または違法であることを前提とし、これ
に基づいてなされた本件各検定不合格処分がいずれも違憲または違法である旨の原
告の主張は、結局において理由がないといわざるをえない。
２　本件各検定不合格処分が違憲または違法であるとの主張について
　さて、つぎに、原告は、本件各検定不合格処分は、いずれも、学問的にも十分な
根拠があり、かつ教育上も適切な創意工夫のなされた記述についてこれを教科書の
中から排除しようとするものであつて、歴史の見方に対する介入であるという点で
思想審査であり、かつ事前抑制の方法によるものである点で憲法二一条の禁止する
検閲に該当し、学問研究の結果に介入するものである点で同二三条の学問の自由を
侵し、教育内容に介入するものである点で教育の自由を侵害し、同二六条、教育基
本法一〇条に違反し、さらに手続が公正でない点で憲法三一条、一三条の趣旨に違
背する、と主張するので、以下この点を検討する。
（一）　本件各検定不合格処分の処分理由との関係について
（１）　本件改訂検定において、前示申請に係る「新日本史」の改訂箇所のうち、
（１）改訂箇所番号五、六、一四、一八、（２）同一二、（３）同一九の六か所が
不合格となつたことは前示のとおりであるところ、右六か所について、それぞれ不
合格となつた経緯をみるに、前顕甲第一号証、同第五六号証、同第五七号証、同第
五九号証、同第一四九号証、乙第一〇号証、証人Ｐ１、同Ｐ１７、同Ｐ２０、同Ｐ
１０の各証言および原告本人尋問の結果ならびに弁論の全趣旨を総合するとつぎの
事実を認めることができ、これを左右するに足る証拠はない。
（イ）　改訂箇所番号五、六、一四、一八（各編の扉「歴史をささえる人々」）に
ついて
　右各箇所について、五訂版第二次検定申請白表紙本の記述、同検定済教科書の記
述、本件改訂申請原稿の記述を対比すると、つぎのとおりである。
＜略＞
　すなわち、右各箇所は、すでに認定したとおり、「新日本史」各編の扉のさし絵
に付した説明の見出しであるが、昭和三八年度の五訂版第二次検定の申請におい
て、原告が右説明の一行目に従来どおり「歴史をささえる人々」と記載した（この
記述は「新日本史」初版以来ほとんど同一の態様で存したが、右五訂版の検定に至
るまでは、不合格処分の具体例あるいは条件付合格処分におけるＡ意見あるいはＢ
意見として指摘されたことはなかつた。）ところ、Ｐ２２教科書調査官から、
「『ささえる』とはどういうことか、子供には理解できないのではないか。何か一
方的なところから材料をとらえているような感を受ける。いろいろな階級から材料
をとつてはどうか」との趣旨の意見がＢ意見として述べられた。そこで、原告は本
件改訂箇所番号一に該当する第一編の扉の「歴史をささえる人々」のつぎに「歴史
のはなやかな舞台の背後には、縁の下の力持ちとなつて、これをささえる無数の人
々がいる。」という説明を加え、本件検定の改訂箇所番号一四に該当する第三編の
扉では、その説明のうち「農民の汗の結晶が、この図のように、年貢として武士の
手に収められていく。」を「農民が骨をおつて作つた米を、年貢として納めている
光景」と改めたが、同年四月二〇日に再び文部省側から削除する方がよいとの意見
が述べられ、結局、原告は右各扉の「歴史をささえる人々」の一行を削除し、また
第一編の扉の説明に加えた右「歴史のはなやかな…………」の一文をも削除修正
し、その結果前認定のとおり合格とされたが、しかるに原告は本件改訂検定の申請
に当たり、右四か所のすべてについて昭和三八年度の五訂版第二次検定申請の白表
紙本の記述に戻そうとしたところ、前記認定の処分理由（第一、二、２）を伝達さ
れて、いずれも不合格の処分を受けたのである。
（ロ）　改訂箇所番号一二（古事記、日本書紀に関する記述）について
　右箇所について、五訂版第二次検定申請白表紙本の記述、同検定済教科書の記
述、本件改訂申請原稿の記述を対比するとつぎのとおりである。
＜略＞
　すなわち、この箇所の記述については、すでに昭和三七年度申請の五訂版第一次
検定の際に、教科書調査官から「古事記、日本書紀をそのまま歴史とみることので
きない点のみが説かれていて、これらが古代の文献として有する重要な価値が記さ
れていない。」との趣旨の意見が述べられ、これに対し原告はその場で「古事記、



日本書紀の積極的価値を記していないといわれるけれど、その点は二〇頁の一四～
一六行に書かれているので、重複を避けて三二頁には記述しなかつたにすぎな
い。」と反論を加えたのであつたが、昭和三八年度申請の五訂版第二次検定の際
に、さらに右箇所について「これでは為政者の気持を正しく伝えていない」との趣
旨のＢ意見が述べられた。原告ははじめ申請どおりの記述を残そうとしたが、同年
四月二〇日に再び文部省側から同様の意見が述べられ、結局右表の中欄のごとく書
き改めたが、本件改訂申請に際し、従来の記述の方が正当であるとして五訂版第二
次検定の白表紙本のとおりの記述に戻そうとしたところ、前記認定の処分理由（第
一、二、２）で不合格とされたのである。
　なお、この箇所の記述については、「新日本史」四訂版では、第二編の本件改訂
申請に係る原稿に相当する箇所に、注①として「『古事記』『日本書紀』について
は、二〇ページおよび三〇九ページ『日本史の研究方法』の『２神代の物語の解
釈』を参照すること。」と記述され、右巻末の三〇九頁には三三行にわたつて説明
がなされてその中の一部に「『神代』の物語はもちろんのこと、『古事記』『日本
書紀』に書いてある神武天皇以後の最初の天皇数代の間の記事も、すべて大和朝廷
が日本を統一してのちに、皇室が日本に君臨するいわれを権威づけるために作り出
した物語である。部分的には民間で云い伝えられてきた神話、伝説を採り入れてい
るし、また日本統一後の社会の実際のありさまをもととした話も少なくないが、物
語の全体の骨組みは新しく考え出されたものと思われる。」との記述があつたが、
　これらの記述は、五訂版（第一次、第二次）における前示の記述と類似していた
にもかかわらず、四訂版までの検定においてはとくに問題とはされなかつた。
（ハ）　改訂箇所番号一九（日ソ中立条約に関する記述）について
　右箇所について、五訂版第二次検定白表紙本の記述、同検定済教科書の記述、本
件改訂申請原稿の記述を対比すると、つぎのとおりである。
＜略＞
　右箇所の記述のうちａの部分については、五訂版第二次検定の際、昭和三九年三
月一九日に「何ゆえソ連は中立条約を結んだか、スターリンが急に提案したという
こともあるから、補つてほしい」との趣旨のＡ意見が述べられ、また、右ｂの部分
については、「このとおりだが、こういう戦争という情勢からいうと、日本だけが
このような戦略をとつたといえないし、国際情勢を考えると、よその国との関係を
みては、日本だけがこうやつているとの印象が強いが、日本の教科書という点から
みると、教育上の配慮から何か工夫してほしい」との趣旨のＢ意見が述べられ、さ
らにｃの部分については、「ヤルタ協定が秘密協定であることを補つた方がよい」
との趣旨の意見がＡ意見として述べられた。これに対し、原告は、右のうちｂの箇
所について、「ソビエトの側では、ソビエトが両面戦争におちいることをさけるた
め、日本との中立条約を結んだのであろう。しかし日本は、六月にドイツ軍がソビ
エト連邦に侵入を開始すると、『関東軍特別大演習』の名目で大軍をソ連国境の近
くに集中した。」と改め、またｃの箇所については、その注②の部分を「ヤルタ会
談でアメリカ・イギリス・ソビエトの間で秘密協定が結ばれ、南樺太・千島をソ連
の領土とすることに同意し、その代わりソビエト連邦はドイツ降伏後三カ月以内に
対日開戦することが約束された。この約束に基づいてソビエト連邦は日ソ中立条約
の破棄を通告し、戦いを宣したのである。」と改めて提出したところ、四月二〇日
に、再び、右ａの部分について「『ソビエト連邦の提案に応じて』と改めるよう
に」との意見がＢ意見として付された。そこで、原告は、ａの箇所については指示
のとおり改め、同時にｂの部分について当初の修正意見に応じて挿入した記述のう
ち「ソビエトの側では、ソビエトが両面戦争におちいることをさけるため、日本と
の中立条約を結んだのであろう。しかし日本は」という部分を削除し、結局、「新
日本史」五訂版は前記表の中欄のごとき記述に改められて出版された。本件におい
て、原告は右修正意見を不当としてａについて五訂版第二次検定申請の白表紙本の
記述に戻そうとしたところ、被告は他の不合格とされた箇所とともに、前記のとお
りこれを改訂検定趣旨に沿わない等の理由（第一、二、２）で不合格とした。
　なお、右の箇所について、これより先に検定合格となつた「新日本史」の四訂版
では、ａに相当する部分は、本文で「一九四一年（昭和一六年）四月には、ソビエ
ト連邦と中立条約を結び、南進の態勢をとつたが、六月にドイツ軍のソ連侵入が開
始されると、『関東軍特別大演習』の名目で大軍をソ連国境の近くに集結し、ドイ
ツ軍の作戦の発展に呼応できるように準備を整えた。」と記述され（ただし、注は
ない。）、ｃに相当する部分は、「ソ連首相スターリンは、ヤルタでアメリカ・イ
ギリス両国首脳と秘密協定を結び、千島・南樺太をソ連領とすることを条件とし



て、参戦を約束し、日本に戦いを宣し、進撃を始めた。」と記述されていたが、こ
れらの点について四訂版までの検定においてはとくに問頭とされることはなかつ
た。
（２）　ところで、以上の点に関し、被告は、本件各検定不合格処分の処分理由は
右改訂箇所六か所がいずれもすでに検定に合格し現在格別の欠陥の認められない教
科書の内容をいずれも検定基準に照らし欠陥の認められる五訂版第二次検定申請に
係る白表紙本の記述にもつぱら戻そうとするものであるから、教科書内容の一層の
改善向上を期するという改訂検定の趣旨に照らし認められないというにあるので、
原告が右処分理由を争うのであれば格別、前示のような違法事由を主張することは
許されない旨を主張するもののごとくであるが、しかし、被告は本件各検定不合格
処分の処分理由において叙上のとおり右改訂箇所六か所が検定基準に照らし欠陥が
認められると述べているのであるから、結局その限りにおいて、五訂版第二次検定
の際に示した修正意見の内容を処分理由として援用しているものと解するのが相当
である。したがつて、被告の右主張は採用することができない。
（二）　本件改訂検定の各改訂箇所について
（１）　改訂箇所番号五、六、一四、一八（各編の扉「歴史をささえる人々」）
　前記のとおり、右各箇所は、いずれも「新日本史」中の各編の扉のさし絵に付さ
れた説明文の「歴史をささえる人々」という見出しであるが、右各箇所について、
被告が主張するところは、右の見出しは、どのようなことを意味するのかあいまい
であり、生徒にとつては理解が困難であり、この「歴史をささえる人々」という見
出しとそれぞれの説明文をあわせみると、たとえば、第三編の扉の農民が封建社会
をささえるという趣旨の説明文については、封建社会における武士等の立場、役割
をどうとらえているのかあいまいであり、また第四編の扉の労働者が資本主義社会
において基本的な役割を演ずるという趣旨の説明文については、資本主義経済にお
いては労働者のみが基本的な役割を演ずるものであるかのように理解されるなど、
生徒を誤り導く恐れがある、それゆえ、これらの記述は全体として高等学校学習指
導要領（昭和三五年一〇月一五日文部省告示）のうちの日本史の目標（２）の「日
本史における各時代の政治、経済、社会、文化などの動向を総合的にとらえさせ
て、時代の性格を明らかにし、その歴史的意義を考察させる。」うえに適切でな
く、したがって、教科用図書検定基準（昭和三三年文部省告示第八六号）の「内容
の選択」（３）の「注・さし絵・写真・地図・図表・問題などには、教科の目標お
よび科目または学年の目標を達成するうえに必要なものが選ばれており、適切でな
いものは含まれていない。」との基準に照らして不適切な記述であるというのであ
つて、すでに認定したように、五訂版第二次検定の際に、ほぼ同趣旨と解せられる
Ｂ意見が伝達されている。
　しかしながら、右の各改訂箇所は、その文言のみからしても、日本史における基
本的な歴史の見方あるいは日本史における教育的な配慮に係るものであり、また、
すでに論じたように、ある記述が生徒に理解が困難であるかどうかも、基本的には
著者ないし発行者の権限および責任において判断すべき事項であると考えられるの
みならず、原告が、「新日本史」において右のような記述をした点について、原告
本人尋問の中で「およそ人類社会は、大多数の民衆の歴史であると思います。少数
の権力者、あるいは英雄、あるいは少数の知識人、そういうものだけで歴史が動く
のではありません。多数の名もない民衆の力が総合されて歴史が築き上げられてき
ております。日本の社会は非常に緩慢であり、またその改革もあるいは不徹底なと
ころが多いということは否定できませんけれども一歩一歩民衆の地位が向上したと
いうことが、歴史の中心点を貫いております。そのことを明らかにするために私は
各時代の扉に『歴史をささえる人々』というネームを付した写真を掲げているわけ
であります。同時にまた文化というものも、従来のような、往々にして支配階級だ
けの文化ではなく、民衆の中にも豊かな文化があり、また、単に体制を擁護するだ
けの文化ではなくて、体制を変革する思想や文化も、豊富に日本の歴史の中で生み
出されているということ、これをやはりわれわれは自覚して、前向きに歴史を前進
させていくということに、自信をもつ必要があります。われわれの祖先には多くの
日本の社会を前進させる人々の努力が蓄積されております。それを戦前の歴史教育
はすべて隠してきたのであります。私のような人間が長いことそういう事実を知ら
なかつたことはたいへん恥ずかしいと思つておりますので、私のような悔いを再び
次の世代に残さないように私としてはそういうすぐれた先人の文化遺産、精神遺産
をできるだけ伝えようと思つて、豊富に私の教科書の中に盛り込んだつもりであり
ます。」と述べ、右のような趣旨で前記各記述をなしたことが認められ、これに反



する証拠はないから、右各箇所に対する被告の主張は、いずれも原告の右のような
著者としての歴史の見方、歴史教育のあり方を否定するものというべきである。
　したがつて、右四か所に対する本件検定不合格処分は、いずれも教科書に盛られ
た執筆者の思想（学問研究の成果）内容を事前審査するものというべきであるか
ら、憲法二一条二項の禁止する検閲に該当し、同時に教科書の誤記、誤植その他の
著者の学問的見解にかかわらない客観的に明白な誤りとはいえない記述内容の当否
に介入するものであるから、教育基本法一〇条に違反するものといわざるを得な
い。
（２）　改訂箇所番号一二（古事記、日本書記に関する記述）
　前記のとおり、右箇所は、脚注で、「①『古事記』も『日本書記』も『神代』の
物語から始まつている。『神代』の物語はもちろんのこと、神武天皇以後の最初の
天皇数代の間の記事に至るまで、すべて皇室が日本を統一してのちに、皇室が日本
を統治するいわれを正当化するために構想された物語であるが、その中には諸豪族
や民衆の間で語り伝えられた神話・伝説なども織り込まれており、古代の思想・芸
術などを今日に伝える史料として貴重なものである。」との記述であるが、これに
ついて、被告の主張するところは、右部分の記述は「すべて…………である」とし
て断定にすぎ、不正確な記述であるから、教科用図書検定基準の「正確性」（２）
の「本文・注・さし絵・写真・地図・図表・問題・資料その他に不正確なところは
ない。」との基準に照らして不適当な記述であるというのである。
　しかしながら、検定結果の告知に当たつては、すでに認定したように、昭和三七
年度の五訂版第一次検定の際には、「古事記、日本書紀をそのまま歴史とみること
のできない点のみが説かれていて、これらが古代の文献として有する重要な価値が
記されていない。」との趣旨の意見が伝達され、また、同三八年度の検定に際して
は、「これでは為政者の気持を正しく伝えていない」との趣旨の意見が伝達されて
いることにかんがみると、被告の右主張はその真意が必ずしも明確ではないが、そ
の点はともかく、成立に争いのない乙第四八号証、同第五二号証、同第六六号証と
証人癸、同Ｐ１０の各証言によれば、記紀の評価とその歴史教育上の取扱いについ
てはさまざまな見方、考え方があるのであつて、これらによつてみるとき、記紀に
関する右改訂箇所の記述が断定にすぎ、明らかに誤りであるとは認められないのみ
ならず、原告が、このような記述をなした点につき、原告本人尋問の中で「何度も
くり返して恐縮でありますけれども、私にとつてはこの教科書（尋常小学国史）に
よつて教えられたということが終生忘れられません。しかもこれは私だけじやあり
ません。私の前後かなり、長期にわたつて、こういう教科書でわれわれは日本歴史
を学んできたのであります。で、私は幸いにして親が上級学校へやつてくれました
ので、その間に自分が教科書以外の読書によつて、こういう教科書がまつたく科学
的真実に反しているということを知る機会を得ましたけれども、戦前は今日と違い
まして、上級学校への進学率は低く多くの私たち同世代の人々はこういう教科書だ
けを唯一の知識として社会人となつたと思います。それが今日まで尾を引いて、二
月一一日をありがたがるたくさんの人々を生み出していると思うんです。で、そう
いうような禍根を絶つために、やはりわれわれは、古事記、日本書紀、これは貴重
な古典であることは申すまでもありません。しかし貴重な古典は古事記、日本書紀
だけに限らないのでありまして、おそらく文部省はあまりお好きでないと思います
けれども、為永春水の人情本だつて貴重な古典であります。古事記、日本書紀とち
つとも変りません。そういうものと同じような意味で、古事記、日本書紀は貴重な
古典でありますけれども、それが客観的史実でないということははつきり認識させ
ておかなければまた大変なことになると思います。そこで私は、この本件で争点と
なつているような記述を初版以来ずつと続けて書いてきたわけであります。」「こ
こに『すべて』ということばを使つておりますが、それはストーリーの骨組のすべ
てがということでありまして、個々の構成要素がということではないのでありま
す。そのこと、あとでちやんとわかるような文章があります。」と述べており、右
改訂箇所の記述が原告の学者としての右のような記紀についての認識、評価と教育
者としての配慮に基づくものであることを認めることができ、これを左右するに足
る証拠はないから、右改訂箇所に対する被告の主張は、原告の史実の認識、教育的
配慮を否定するに帰するというべきである。
　したがつて、右箇所に対する本件不合格処分も教科書執筆者としての思想（学問
研究の成果）内容を事前審査をするものというべきであるから、憲法二一条二項の
禁止する検閲に該当し、同時に、教科書の誤記、誤植その他の著者の学問的見解に
かかわらない客観的に明白な誤りとはいえない記述内容の当否に介入するものであ



るから、教育基本法一〇条に違反するものといわざるを得ない。
（３）　改訂箇所番号一九（日ソ中立条約に関する記述）
　前記のとおり、右箇所は「１９４１年（昭和１６年）４月、南進態勢を強化する
ため、日本は日ソ中立条約を結んだ。」との記述であるが、この記述について、被
告の主張するところは、この記述では、日ソ中立条約がソ連側の提案に基づいて締
結されたものであることが明らかにされず、脚注の関東軍特別大演習（関特演）に
関する「日本は、６月にドイツ軍がソビエト連邦に侵入を開始すると、『関東軍特
別大演習』の名目で大軍をソ連国境の近くに集中した。」との記述とあいまつて、
同条約がわが国のみの利益や都合によつて締結されたものであるかのように生徒に
受け取られ、当時の日ソ関係について一方的な誤つた理解に導く恐れがあり、学習
指導要領の日本史の目標（５）の「日本史の発展を常に世界史的視野に立つて考察
させ、世界におけるわが国の地位や、文化の伝統とその特質を理解させることによ
つて、国際社会において日本人の果たすべき役割について自覚させる」および同目
標（６）の「史料なども利用し、史実を実証的・科学的に理解する能力を育て、史
実をもとにして歴史の動向を考察する態度を養う」という目標を達成するうえに適
切でなく、したがつて検定基準の内容の選択（２）の「とりあげた内容には教科の
目標および科目または学年の目標を達成するうえに適切でないものはない。」との
基準に照らして適切でないというのであつて、すでに認定したように、五訂版第二
次検定の際にも、右に近い趣旨で、「何故ソ連は中立条約を結んだか。スターリン
が急に提案したということもあるから、補つてほしい。」とのＢ意見が伝達され、
また、「ソビエト連邦の提案に応じて」を挿入すべき旨の意見が述べられている。
　しかしながら、右の経緯に徴し、被告の主張は右の一句を挿入しないことが歴史
的事実として客観的に明白な誤りとなるというのではなく、この改訂箇所が全体と
して日ソ中立条約締結の際の日本の立場に対する評価ないし見方が妥当でない、と
いうにあつて、歴史的事象の評価とそれに基づいた叙述に関するものであるのみな
らず、原告が、この点につき、原告本人尋問中で、「それから、太平洋戦争にいた
りましては、これはいうまでもなくこれなくしては日本国憲法があり得なかつたと
いう意味です。日本国憲法が何故に制定されなければならなかつたか。それは再び
政府の行為によつて戦争の惨禍が起らないようにする。再びということはすなわち
太平洋戦争のような無謀な戦争をくり返さないという意味であります。その意味で
憲法的理念を体得した新しい世代を育成するためには、太平洋戦争がいかに恥ずべ
き、そして残虐な戦争であつたかということを徹底的に教える必要があると思いま
す。いたずらに他国がこうしたから日本もこうしなければならなかつたというよう
なことは、人がワイロを取るからおれも取る、というのと同じ論理でありまして、
言語道断であります。そういう意味で、私は、たとえば日ソ中立条約その後の関特
演というような、今までことさら一部の人々が目をそらそうとしていたような事実
をも、どうしても高等学校程度の国民に教えておかなければこれはたいへんなこと
になると思うのであります。私はもちろんソビエト連邦がしたことを無条件で全面
的に支持するというようなばかげたことをどこにも書いておりません。ソ連の敗戦
直後における、東北地方における暴行事件などは、これは教科書には書いてありま
せんが、私の個人の著者の中ではちやんとはつきり指摘して弾劾しております。し
かし同時に反ソ感情をあおるような教育が権力の手によつて強制される、というよ
うなことは、これはまさに世界平和を破壊するものでありまして、日本国憲法の精
神に全く反すると思います。そういう意味で本件の係争となつております日ソ中立
条約は非常に客観的に、私の主観を交えることなく記述してあるのでありまして、
それは記述に関する限り、まつたく事実どおりでありますけれども、なぜこれを選
択したかと言いますと、今申しましたような憲法的理念からの必然的要請であると
考えるからであります。」と述べ、この箇所の記述が右の趣旨で記述されたものと
認めることができ、これに反する証拠はないから、右改訂箇所に対する被告の主張
は原告の右のような歴史事象の認識、評価および教育的配慮を国の立場において否
定するものであるというべきである。
　したがつて、右改訂箇所に対する本件検定不合格処分もまた、教科書執筆者とし
ての思想（学問的見解）内容を事前に審査するものというべきであるから、憲法二
一条二項の禁止する検閲に該当し、同時に、教科書の誤記、誤植その他の著者の学
問的見解にかかわらない客観的に明白な誤りとはいえない、記述内容の当否に介入
するものであるから、教育基本法一〇条に違反するものといわざるを得ない。
（三）　結語
　以上の次第で、本件各検定不合格処分は、いずれも憲法二一条二項および教育基



本法一〇条の各規定に違反し、違憲、違法であるから、原告のその余の主張につい
て判断をすすめるまでもなく、取消しを免れない。
第五　結論
　よつて、原告の本訴請求は結局理由があるから、これを認容することとし、訴訟
費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　杉本良吉　中平健吉　岩井俊）


